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平 成 3 0 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 平成30年10月31日 (水曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午後３時33分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 平 成 3 0 年 平成29年度沖縄県一般会計決算

第７回議会 の認定について（企画部、出納

認定第１号 事務局、監査委員事務局、人

事委員会事務局、議会事務局

所管分）

２ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲 宗 根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 川 満 誠 一君

企 画 部 参 事 立 津 さとみさん

交 通 政 策 課 長 長 濱 為 一君

交 通 政 策 課 宮 城 優君
公 共 交 通 推 進 室 長

科 学 技 術 振 興 課 長 屋比久 義君

総 合 情 報 政 策 課 長 金 城 清 光君

地 域 ・ 離 島 課 長 中 野 秀 樹君

市 町 村 課 副 参 事 砂 川 健君

会 計 管 理 者 伊 川 秀 樹君

監 査 委 員 事 務 局 長 新 垣 秀 彦君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 池 田 克 紀君

議 会 事 務 局 長 平 田 善 則君
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○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成30年第

７回議会認定第１号の調査及び決算調査報告書記載

内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

まず初めに、企画部長から企画部関係決算の概要

説明を求めます。

川満誠一企画部長。

○川満誠一企画部長 お手元の平成29年度歳入歳出

決算説明資料により御説明申し上げます。

資料の１ページをお開き願います。

平成29年度一般会計歳入決算につきまして、御説

明申し上げます。

企画部所管の歳入決算総額は、予算現額418億

8814万9600円に対し、調定額351億540万7743円、収

入済額351億442万743円、不納欠損額０円、収入未

済額98万7000円となっております。

予算科目の款ごとに御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額431万7000円、

調定額150万4260円で、同額収入済みであります。

これは、主に行政財産使用許可に係る使用料収入で

あります。

（款）国庫支出金は、予算現額397億2271万7200円、

調定額336億8758万5172円で、同額収入済みであり

ます。これは、主に（項）国庫補助金の沖縄振興特

別推進交付金や、（項）委託金の衆議院議員総選挙

費であります。なお、繰越事業費繰越財源充当額が

60億7081万3200円となっておりますが、主に沖縄振

興特別推進交付金の市町村分に係る前年度からの繰

越予算であります。

（款）財産収入は、予算現額１億8971万5000円、

調定額２億4862万3847円で、同額収入済みでありま

す。

財産収入の主なものは、（項）財産運用収入（目）

財産貸付収入における沖縄県特定駐留軍用地等内土

地貸付料及び（目）利子及び配当金であります。

予算現額から増収となった主な要因は、（目）利

総務企画委員会記録（第２号）



－166－

子及び配当金における株式配当金が増加したことに

よるものであります。

資料の２ページをお願いいたします。

（款）寄附金は、予算現額150万円、調定額88万

5000円で、同額収入済みであります。これは知的・

産業クラスター形成推進寄附金としての受け入れで

あります。

（款）繰入金は、予算現額10億6493万1000円、調

定額２億7508万5454円で、同額収入済みであります。

これは主に沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業

基金からの繰り入れであります。

予算現額から減収となっている主な要因は、西普

天間住宅地区跡地における普天間高校の移設につい

て、年度末までに用地取得に取り組みましたが、見

込みを下回ったことによるものであります。

（款）諸収入は、予算現額６億2086万9400円、調

定額６億1142万4010円で、収入済額６億1043万

7010円で、収入未済額98万7000円となっております。

諸収入の主なものは、（目）総務貸付金元利収入

の地域総合整備資金貸付金元利収入であります。

また、収入未済については（項）雑入（目）雑入

の沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業の交付決

定取り消しに係る返還金であります。

（款）県債は、予算現額２億8410万円、調定額２億

8030万円で、同額収入済みであります。これは主に、

那覇バスターミナル整備事業であります。

３ページをお願いいたします。

平成29年度一般会計歳出決算について御説明申し

上げます。

企画部の予算は（款）総務費に計上されておりま

す。

歳出決算総額は、予算現額493億899万2500円に対

し、支出済額419億1561万3446円、翌年度繰越額51億

5229万8200円、不用額22億4108万854円となってお

ります。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

85.0％、繰越額の割合である繰越率は10.4％であり

ます。

翌年度繰越額について御説明申し上げます。翌年

度繰越額（Ｃ）欄をごらんください。

（項）企画費の繰越額２億2851万200円のうち、

（目）企画総務費638万9000円は、通信施設改修事

業の事業実施に伴う繰り越しであります。

（目）計画調査費２億2212万1200円は、超高速ブ

ロードバンド環境整備促進事業の事業実施に伴う繰

り越しであります。

（項）市町村振興費の繰り越しは、（目）沖縄振

興特別推進交付金49億2378万8000円となっておりま

す。

不用額の主なものについて御説明申し上げます。

右側の不用額の欄をごらんください。

（項）総務管理費の不用額７億9138万8694円は、

主に特定駐留軍用地等内土地取得事業において、西

普天間住宅地区跡地の土地取得が見込みより少な

かったことに伴う委託料の執行残によるものであり

ます。

（項）企画費の不用額３億3073万4588円のうち、

（目）企画総務費に係る主なものは、通信施設維持

管理費における役務費等の執行残によるものであり

ます。

（目）計画調査費に係る主なものは、石油製品輸

送等補助事業における石油輸送量の実績減に係る補

助金の執行残、離島空路確保対策事業費における航

空機購入費補助について、為替の影響による補助金

の執行残によるものであります。

（項）市町村振興費の不用額10億2808万6255円は、

主に、（目）沖縄振興特別推進交付金において、市

町村事業に係る入札残及び事業計画の変更等による

交付金の執行残であります。

（項）選挙費の不用額6014万7487円は、主に（目）

衆議院議員総選挙費の市町村に対する交付金の執行

残であります。

（項）統計調査費の不用額3072万3830円は、主に

就業構造基本調査費の市町村に対する交付金の執行

残であります。

以上で、企画部所管の平成29年度一般会計歳入歳

出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 企画部長の説明は終わりまし

た。

次に、会計管理者から出納事務局関係決算の概要

説明を求めます。

伊川秀樹会計管理者。

○伊川秀樹会計管理者 出納事務局所管の平成29年

度歳入歳出決算の概要について、お手元にお配りし

ております平成29年度歳入歳出決算説明資料出納事

務局に基づきまして、御説明をいたします。

資料の１ページをごらんください。

それでは初めに、歳入について御説明いたします。

予算現額は、（款）使用料及び手数料、（款）財産

収入、（款）諸収入の合計で3797万円となっており

ます。 調定額は20億5394万6192円で、収入済額も
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同額となっております。

（款）使用料及び手数料（項）証紙収入について

は、各部局で予算を計上していることから予算現額

は０円となっております。証紙収入の調定額及び収

入済額については、出納事務局会計課で行っている

証紙売りさばき分になります。

資料の２ページをお願いいたします。

次に、歳出について御説明いたします。

（款）総務費（項）総務管理費の予算現額５億9961万

9000円に対し、支出済額は５億8200万5426円で、予

算現額に対する支出済額の割合である執行率は

97.1％となっております。

不用額は1761万3574円で、その主なものといたし

ましては、職員手当等と委託料の執行残となってお

ります。

以上で、出納事務局の平成29年度歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

決算の概要説明を求めます。

新垣秀彦監査委員事務局長。

○新垣秀彦監査委員事務局長 監査委員事務局所管

の平成29年度一般会計歳入歳出決算の概要につきま

して、お手元にお配りしてあります平成29年度歳入

歳出決算説明資料に基づきまして説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

歳入の決算について御説明いたします。

監査委員事務局の歳入総額は、（款）諸収入となっ

ており、収入済額が18万9595円となっております。

その内容は、非常勤職員に係る雇用保険料等となっ

ております。なお、調定額に対する収入済額の割合

は100％となっております。

次に、資料の２ページをお開きください。

歳出の決算について御説明いたします。

歳出の合計は、（款）総務費（項）監査委員費の

予算現額１億8343万3000円に対しまして、支出済額

は１億7512万768円で、執行率は95.5％となってお

ります。

不用額は831万2232円で、その主なものは職員費

及び旅費等の執行残によるものです。

以上で、監査委員事務局所管の決算の概要説明を

終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係決算の概要説明を求めます。

池田克紀人事委員会事務局長。

○池田克紀人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局所管の平成29年度一般会計歳入歳出決算

の概要につきまして、お手元にお配りしております

平成29年度歳入歳出決算説明資料に基づき、御説明

申し上げます。

資料の１ページをお開きください。

初めに、歳入決算状況について御説明いたします。

人事委員会事務局の歳入総額は、（款）諸収入の

収入済額が160万5202円となっております。その内

容につきましては、公平審査・苦情相談業務の受託

経費、警察官採用共同試験の実施に係る経費、非常

勤職員等に係る雇用保険料であります。なお、調定

額に対する収入済額の割合は100％となっておりま

す。

資料の２ページをごらんください。

次に、歳出決算状況について御説明いたします。

（款）総務費（項）人事委員会費の歳出総額は、

予算現額１億7663万6000円に対し、支出済額１億

6754万4579円、不用額909万1421円、執行率は94.9％

となっております。

不用額の主な内容は、職員費及び職員採用試験費

の執行残等であります。

以上で、人事委員会事務局所管の歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係決算の概

要説明を求めます。

平田善則議会事務局長。

○平田善則議会事務局長 それでは、議会事務局所

管の平成29年度一般会計歳入歳出決算の概要につき

まして、お手元にお配りしてあります歳入歳出決算

説明資料に基づき、御説明申し上げます。

資料の１ページをお開きください。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

議会事務局の歳入総額は、調定額の265万7762円

に対し､収入済額が265万7762円､収入済額の割合は

100％となっております。

収入済額のうち、（款）使用料及び手数料32万

8057円は、議会棟１階ラウンジ等の建物使用料であ

ります。
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（款）諸収入の232万9705円は、電気代等の雑入

であります。

次に、２ページをお開きください。

歳出決算について、御説明申し上げます。

議会事務局の歳出総額は、予算現額の13億5983万

8000円に対し、支出済額が13億1678万6002円、不用

額が4305万1998円で、執行率は96.8％となっており

ます。

不用額の主な内容を目別に御説明しますと、（目）

議会費の不用額3428万6783円は、旅費等の執行残と

なっております。

次に、（目）事務局費の不用額876万5215円は、職

員費等の執行残となっております。

以上が、議会事務局所管の歳入歳出決算の概要で

あります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に

従って行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取り扱い

等については、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑に際しては、あらかじめ引用する決算資料の

名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質疑を行

うよう御協力をお願いいたします。

また、答弁に当たっては総括的、政策的な質疑に

対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担当

課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思います

ので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろしく

お願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 平成29年度主要施策の成果に関す

る報告書―成果報告書の31ページの離島観光・交流

促進事業についてです。一番最初から、決算からは

外れてしまうのですが、本年度の本会議の質疑で西

銘啓史郎議員から、旅行業法上の問題点があるとい

うことを触れられていたと思うのですが、これにつ

いて、詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 今の御指摘の点でござ

いますが、昨年度、平成28年度から本事業を実施し

ておりまして、事業内容は御承知のとおりでござい

ますが、昨年度の事業を実施する中で、沖縄本島の

県民を中心に広報いたしまして募集を行うのです

が、その中で、この事業への参加の意思を御確認し

た上で抽選を行いまして、参加をされる方に対して、

旅行会社から通常の旅行業と同じような形で正式に

契約を結んでもらうというような、申し込みをして

もらう形です。通常の旅行商品と異なるのは、最初

にこの事業に対して参加してもらうという意思表明

の手続がございまして、その点については募集の中

で、いわゆる事業の参加に対する広報という位置づ

けでやっていたのですが、実際にはその後に正式な

申し込みがあるものの、最初の段階で旅行に申し込

むのとほぼ同様の内容が含まれるという指摘がある

ことから、最初の広報の段階でも通常の旅行商品を

周知するのと同様のルールを守っていただきたいと

いう内容がありました。いわゆる表記の部分であっ

たりとか、価格の部分であったり、それから旅行業

法上その旅行会社の細かいいろいろな留意事項等ご

ざいますが、こういった部分も、最初の広報の段階

から、通常の商品の募集等に準じた形でやっていた

だきたいということで―その点については正式な募

集段階のときには当然行ってはいるのですが、最初

の広報段階からも可能な限り、通常の商品に準じた

形でやれるように改善しているところです。

○宮城一郎委員 では平成28年度、平成29年度にお

いては、そのような問題点を抱えたまま進められて

いて、平成30年度の10月末の時点で、これは解消さ

れている状態ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。

○宮城一郎委員 この事業なのですが、計画では平

成30年度をもって終了という形になると思うのです

が、この事業の目的が、１つは島の住民と交流を重

ねることで島への理解を深めること、もう一つに体

験プログラムの開発、改善、それから受け入れ体制

の強化という２本立てになっていると思うのです

が、今回平成30年度で終わるに当たって、平成29年

度から引き続きなのですが、成果として参加者から

の評価、この事業はおおむね好評を得ていたのかど
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うか等、何か実績があれば教えてください。

○中野秀樹地域・離島課長 事業に対する評価です

が、本事業はモニターツアーという形式をとってお

りますので、実際にツアーに参加していただいた後

にアンケートに答えていただきます。その中で、参

加者からのアンケート結果の最新のデータでござい

ますが、平成29年度の実績では、24離島、29地域に

3391名参加いただいて、アンケート結果の中で、こ

のツアー全体に対して満足度を聞いておりますが、

満足が60％、やや満足が31％、合わせて91.7％。そ

れから離島との交流、理解促進を掲げておりますの

で、理解が深まったかという問いに対しては、深まっ

た、そう思うが63.8％、ややそう思うが29.7％で合

わせて93.5％。また再度訪問したいかという問いに

も合計で93.9％といったようなデータが出ておりま

すし、自由記述とかの欄でも、ほかの離島にも行っ

てみたいとか、交流できていろいろな話が聞けて島

を好きになって、ほかの島にも行きたいし、応援を

していきたいといったような肯定的な意見が多数見

られております。

○宮城一郎委員 県民から継続の声とかはないです

か。

○中野秀樹地域・離島課長 もちろん参加者の方も

そうでございますし、それから実際に離島でいろい

ろ展開をされている地元のモニターツアーの継続要

望もそうなのですが、それとあわせて、単に人が来

るというだけではなくて、連携される島の事業者が

ふえてきたとか、受け入れ団体が組織化してきたと

か、こういうようなことを踏まえて新しいプログラ

ムに挑戦したいとか、新しい体制で経験を積みたい

と。それから、実際につくったものを自走させてい

くというか、こういう事業がなくても販売を伸ばす

ための販売手法やノウハウといったものも学びたい

といったような要望はほぼ全ての離島、それから参

加者の多くからも聞いているところでございます。

○宮城一郎委員 今おっしゃられた事業者の声で継

続の要望があると思うのですが、一方でおっしゃる

とおり、自走させていくことが事業の目的でもあっ

たと思うのです。これまでの中において、実際に各

島々で起こしたモニターツアーの中から、着地型旅

行商品として実際に一般観光客に向けてテイクオフ

していったような商品は大体どのくらいあって、旅

行会社で販売されているか御存じだったら教えてく

ださい。

○中野秀樹地域・離島課長 実際の自走化というか

テイクオフの部分でございますが、本事業で基本的

には新たに造成したツアーというものが対象になり

ますが、こういったものが全体で180程度はあるの

ですが、そのうちの67ツアー、全体で３分の１くら

いは旅行社の視点で商品として今後売れていく可能

性があるという評価をいただいているところであっ

たりとか、実際に昨年度の段階からこの事業を離れ

て県外向けのツアーとして販売されているような事

例というのも出てきているところでありまして、こ

ういったもの、それからそうでないものも含めて、

今後もブラッシュアップを行って、自走化に向けた

取り組みを行っていきたいと思っております。

○宮城一郎委員 では、次の質疑に移らせていただ

きます。

成果報告書34ページの特定駐留軍用地等内土地取

得事業です。平成29年度、約10億3000万円の予算に

ついて、決算は４億3000万円ということで、先ほど

企画部長からお話があったように西普天間での取得

が芳しくなかったと聞いております。ただ西普天間

と普天間飛行場内にそれぞれ0.2ヘクタールずつ取

得があったと思うのですが、この４億3000万円の少

し細かい部分を教えていただけたら助かります。

○立津さとみ企画部参事 ４億3189万6000円となり

ますが、その内訳としましては土地取得事業に係る

沖縄県土地開発公社への業務委託料としまして、

２億7100万円余りです。それから、軍用地料や基金

の運用利子を基金に積み立てする積立金が１億

5900万円余りとなっております。そのほかは、事務

費として旅費や共済費などという内訳になってござ

います。

○宮城一郎委員 約４億3000万円、この事業はほぼ

特定駐留軍用地等内土地取得事業基金を活用して進

められているものだと思うのですが、平成29年度に

約４億3000万円の活用があった一方で、別の資料で

沖縄県歳入歳出決算審査意見書の64ページにありま

す34基金の、決算年度中の増減等が記載されている

一覧表があるのですが、そこには同基金が平成29年

度は9397万7000円程度の活用にとどまっているとお

見受けしております。例えば、西普天間の土地取得

については、全てがこの基金ではなくて、別の財源

とかも活用したのかどうかも含めて、ちょっと４億

円との数字の差等を御教示いただきたいと思いま

す。

○立津さとみ企画部参事 今、手元に資料の持ち合

わせがないので、取りまとめて、後ほど御提供させ

ていただけないかと思いますのでよろしくお願いい

たします。
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○宮城一郎委員 あと西普天間の0.2ヘクタールな

のですが、一旦取得いたしました。今後なのですが、

普天間高校の移転事業自体は断念という結果を見た

中で、この0.2ヘクタールを今後どのように使って

いくのかというところですね。例えば、換地等によ

り市に渡して市で全体計画の中でうまく活用して

いってもらうのか、あるいは県単独で何かここで

やっていく予定なのかというところを教えてくださ

い。

○立津さとみ企画部参事 現在、宜野湾市において

は、区画整理事業の認可に向けてさまざまな調整を

行っているところなのですが、県が取得しました西

普天間住宅地区跡地の土地の利活用につきまして

は、関係する機関、地元の宜野湾市でありますとか、

あるいは県の教育庁も含めて、調整、検討を行って

いるところでございます。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 それでは、主要施策の成果に関す

る報告書の16ページになります。企画部の事業なの

ですが、知的・産業クラスター形成に向けた研究拠

点の構築というものがございます。７つの事業があ

るようですが、それぞれ大きな事業だと思いますの

で、それぞれの概要で構いませんので成果について

お伺いします。

○屋比久義科学技術振興課長 知的・産業クラス

ターを形成するため、健康、医療、環境エネルギー

の分野について７つの事業を実施しているところで

ございます。平成29年度における主な成果の概要に

つきましては、沖縄科学技術イノベーションシステ

ム構築事業において、例えば骨折治療等に使う綿状

の人工骨を製造する企業と琉球大学が提携した再生

治療法の開発研究を支援し、その一部につきまして

は、ことし２月に特許を出願しております。

また、先端医療実用化推進事業におきましては、

医療現場における先端医療技術の研究を支援し、こ

れらの実用産業化を目指した取り組みを行っており

ます。具体的には患者自身の細胞を培養した細胞

シートという再生医療技術を用いまして、食道が狭

くなる疾患に対する臨床研究を支援しております。

手術によって食道が狭くなり、食事が喉を通りにく

い患者を救う治療法として期待されております。ま

た、この研究で開発した培養技術や治療に使用する

医療機器などの再生医療の産業化も期待できるとこ

ろでございます。

さらに、先端技術活用によるエネルギー基盤研究

事業では、琉球大学や企業等が連携して進めます島

嶼地域におけるエネルギーの安定供給に寄与するエ

ネルギー基盤の研究を支援しているところでござい

ます。具体的には、海水と淡水の塩分濃度差を利用

して安定的に電力を生み出す研究を支援しておりま

して、平成29年度は県企業局の協力を得て北谷浄水

場内に試験室を設置するとともに、実証試験を行う

ための装置を開発したところでございます。今後と

も研究段階に応じて得られた成果を発展させる産学

連携の共同研究を支援していくことで、知的・産業

クラスターの形成を推進していきたいと考えており

ます。

○当山勝利委員 まず一番最初に御説明いただきま

した沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業

ですが、たしかここにも書いてありますが３事業の

事業化に向けて企画部でやっていると思うのです

が、そちらはその支援、たしか３年計画だったと思

いますが進捗状況はいかがでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 沖縄科学技術イノ

ベーションシステム構築事業についてですが、研究

者と企業等が連携して技術を実用化するための共同

研究に対する補助等、現時点で30を超えるような共

同研究について支援をしているところでございま

す。

○当山勝利委員 事業化に向けた取り組みが平成

29年度からなされていると思うのですが、そちらの

進捗状況はいかがでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 これまでの取り組み

と成果につきましては、例えばライフサイエンス研

究センターにレンタルラボや動物実験設備を整備い

たしまして、企業が利用できる研究基盤の高度化を

進めたところでございます。これをもとにして、同

センターを中核としたうるま市州崎地区へのライフ

サイエンス系企業の集積が促進されていると理解し

ております。また一方で、共同研究支援の具体的な

成果といたしましては、メラニン抑制効果がある

シークヮーサー由来のノビレチンを活用した化粧品

の開発で琉球大学発のベンチャーを設立したり、沖

縄産の蚕由来のタンパク質合成技術を確立すること

で沖縄工業高等専門学校―沖縄高専発のベンチャー

の設立がなされるなど、具体的な事業化に向けて今

取り組まれているところでございます。

○当山勝利委員 沖縄でとれるものを使った産業化

ということで期待しております。

それと、商工労働部でバイオ３Ｄプリンターとか、

先ほどありました大量の細胞の培養施設とかつくっ

ていらっしゃると思いますが、そこら辺と絡めて企
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画部も再生医療に関する研究開発等の支援をされて

いると思うのですが、そこら辺の取り組みについて

ちょっと教えていただけないでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 まず、この再生医療

に関する体制づくりということにつきましては、こ

れまでゲノム研究を支援していくことで、ゲノム解

析技術者の育成であったり、また細胞の再生につい

ては例えばこれを医療で使う場合は、臨床細胞培養

士という学会で認定される人材も必要になりますの

で、そういったものの育成であったり、あとはお医

者様が再生医療認定医になるための研究等々につい

ても支援しております。先ほど御説明いたしました

琉球大学と、骨折治療等に使う綿状の人工骨を製造

する企業と提携した共同研究についても、通常培養

が難しい、あるいは培養しても培養した培地から細

胞を剥がすときに難しい技術が必要だといったもの

を、より安全で簡単にできないかというところで、

この人工骨に使う技術を活用しながら細胞培養の技

術革新を進めておりまして、そういったものを支援

しているというところでございます。

○当山勝利委員 培養士の育成という意味では、沖

縄高専でカリキュラムに取り入れて、そのカリキュ

ラムを受講した人は培養士としての資格をもらえる

ような制度ができるようになりますというのは聞い

ていますので、そこら辺の人材もしっかり生かせる

ような環境をつくっていただきたいと思います。そ

れで、今再生医療に関しては大分めどが立ったとい

うか、まだスタートラインに立っているような状況

だとは思うのですが、企画部としては次のターゲッ

トをそろそろ準備しないと。一つのターゲットを達

成しようと思うと多分10年ぐらいはかかるわけです

よね。再生医療もたしかタンパク質の分析機器を購

入されたのが、11年か12年前ぐらいだったと思いま

す。それを長年かけてようやくここまで来たわけで、

次のターゲットは皆さんどこら辺を検討されている

のでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 再生医療につきまし

ては、今、ある程度臨床での有効性が確認されてい

て、また細胞の培養についても普及しつつあります。

委員御指摘のとおり、商工労働部においても細胞培

養施設の設置であったり、これを産業化しようとい

う取り組みがありますので、そこにまたつながって

いっているかと思います。その一方で、来年度以降

はこの医療技術を実際の医療現場で適用できるよう

にするための治験等々について、企業と連携しなが

ら進める研究を支援していこうと。また、新たなテー

マという御指摘でございましたが、それにつきまし

ては、現在県の内部で進めておりますこれまでの沖

縄振興計画に関する事業の総点検等々、あと専門家

の御意見等々を踏まえながら検討していきたいと考

えております。

○当山勝利委員 これから検討されるということで

はあるのですが、ただここにエネルギーに関する共

同研究とかの事業も上がっているものですから、次

のターゲットはそこになるのかなと思っていたので

すが、それも含めて検討されるということで理解を

します。

次に、公共交通利用環境改善事業がありますが、

平成29年度低床バスが21台導入されたということな

のですが、どのバス会社に何台ずつ導入されたのか

教えていただけますでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 平成29年度に導入したノ

ンステップバス21台ですが、琉球バス６台、那覇バ

ス６台、沖縄バス６台、東陽バス３台となっており

ます。

○当山勝利委員 聞くところによると、どうしても

企業体力に応じて導入が進んでいるところと、なか

なか進みにくいところがあると伺ってますが、そこ

ら辺はどのように認識されていますでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 ノンステップバスにつき

ましては、平成29年度の21台を含めて、平成24年度

から平成29年度までの６年間の合計で212台導入し

ておりますが、その導入に当たっては、補助対象者

であるバス事業者において、段階的な導入計画を作

成して県に申請をしております。その際は、当然そ

の経営状況等を勘案しながら導入が進められており

ますので、県としましては各社公平に導入している

と考えております。

○当山勝利委員 導入計画を申請し、それに従って

整備されているということは、各社が立てた導入計

画に沿って順次導入されている―順調にいっている

という理解でよろしいのでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 実はこのノンステップバ

スの導入の対象は、基本的にはまず基幹バス運行に

関連するような基幹バスルート、あるいは支線バス

ルート、それから石垣空港からの幹線バスを対象に

しておりまして、この事業で平成33年度までに全体

として236台を整備する計画であります。平成24年

度から大体同じくらいの台数を導入された企業もい

ますし、東陽バスとかは平成28年度になって導入を

始めたという、その辺は各社の経営状況も含めてあ

ると思いますので、そういった全体のバランスも考
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えながら県としてはこの事業を進めているというこ

とでございます。

○当山勝利委員 その平成33年度までの事業なので

すが、今の話だとやはり企業の体力に応じて、導入

が進んでいるところとそうでないところがあるとい

う御答弁に聞こえるのですが、この平成33年度まで

にこの事業の目標として236台は充足される見込み

はあるのでしょうか。

○長濱為一交通政策課長 現段階で212台まで来て

おりまして約90％まで来ております。企業で申しま

すと、那覇バスと石垣の東運輸がもう既に導入計画

を全て完了しております。東陽バスについては更新

する前のバスの状況であるとか、そういったものも

当然あったかと思いますので、経営状況は勘案して

しっかり計画どおりやっていると我々としては考え

ております。

○当山勝利委員 ということは、平成33年度までに

236台は100％低床バスにかわる。要するに、企画部

で精査した路線に関してはかわるということでしょ

うか。

○長濱為一交通政策課長 それを目標に取り組んで

おります。

○当山勝利委員 低床バスは結構便利ですし、観光

地などでは普通に乗りやすいような形でバスが走っ

ていますので、ぜひその取り組みをよろしくお願い

します。

次に、離島航空路対策事業について伺います。主

要施策の成果に関する報告書の中に那覇－与那国便

が黒字であったために補助する必要がなくなったと

書かれているわけですが、その理由についてまず御

説明ください。

○長濱為一交通政策課長 那覇－与那国路線が黒字

に転じた要因でございますが、当初計画と比べまし

て旅客数が1万5897人から47％増の２万3375人、そ

れから貨物取扱量も当初計画の172トンから27％増

の219トンとなるなど事業が好調でございました。

それとあわせた要因としまして、航空燃油費の単価

の下落、あるいは機材更新による整備費の減等が相

まった結果でございます。

○当山勝利委員 乗客がふえたということなのです

が、この要因は何ですか。住民の方がふえたのか、

それとも観光客がふえたのかどうなのでしょう。

○長濱為一交通政策課長 住民も交流人口もどちら

もおおむね増加傾向にございます。その要因で黒字

に転じたということでございます。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、交通政策課長から交流人口とは

観光客や本島に住んでいる県民も含めたも

のであるとの補足説明があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 観光客の皆さんもふえているとい

うことなのですが、やはり那覇空港から直行便が出

るとそれだけ観光客の方々も行きやすくなるとは思

うのです。今沖縄県の観光をあと１泊ふやそうと思

うとどうしても離島観光をふやさなくてはいけない

と。しかし、例えば離島の離島に行くのはお金がか

かり過ぎて今不便なので、直行便があると比較的行

きやすくなるというのが現状だと思うのです。それ

がある程度この事業で証明されているのかなという

感じはするのです。なので、この事業を使うのか何

の事業を使うかはわかりませんが、ぜひ那覇空港か

らの直行便をふやす方向での取り組みはできないの

でしょうか。

○長濱為一交通政策課長 新規の那覇空港からの各

直行路線等につきましては、航空需要でありますと

か空港の体制でありますとかその辺を含めて基本的

にはまず航空会社で路線の開設等は検討するものだ

と考えておりますが、県としましても航空会社とも

話をしながらしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

○当山勝利委員 ぜひそういう視点でも、那覇空港

からの直行便というのをふやしていただけたらと思

いますのでよろしくお願いします。

あと、離島型植物コンテナ実証事業がありまして、

これは国で予算がついたので県ではやる必要がなく

なったという事業なのですが、国がやられているそ

の事業はどこの市町村で、ほぼ同じ内容なのかどう

なのか、県がやられている内容と同じなのかちょっ

とお伺いします。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の離島型植物コ

ンテナ実証事業でございますが、御指摘いただいた

とおりでございまして、県が実証事業で実施を想定

していた離島のうち、南大東村と粟国村において国

の沖縄離島活性化推進事業を活用して事業を実施し

たと聞いております。それで両村の状況を確認しま

したところ、平成29年度にこの事業で粟国に１基、

南大東に２基設置して、村費で運営スタッフを雇用

し平成30年度からレタスやチンゲンサイ、水菜など

の収穫・販売が始まっております。粟国村において

は１日約80株、南大東村においては１日200株を安

定的に生産していると話を聞いておりまして、県が
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想定していたものにおいても基本的には設置した上

で、村内の農業生産法人であるとか、そういったも

のと連携して効果を実証するというところでござい

ますので、直接的な内容はおおむね同様であると認

識しております。

○当山勝利委員 県でやられようとした事業はそれ

をパイロット事業としてやって、そこで得られた知

見もしくは技術なりをほかの離島にも応用できるよ

うにしようと、要するにその情報はシェアしようと

いうものも県の事業の一つだったと思うのですが、

これは、国もやられるのでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点でございま

すが、先ほど申し上げました国の沖縄離島活性化推

進事業という補助事業でございますが、こちらはそ

もそも事業の性質が離島市町村の先導的な事業を支

援するためにつくられたと聞いておりまして、基本

的には実証的な要素があるものについて採択した上

で、これを当然ながら先導的なものを横展開するこ

とを見据えた事業と聞いておりますので、他の市町

村の牽引役となるように期待しておりますし、県に

おいても有用なものは離島振興を図る観点から情報

共有した上で、離島市町村と接する機会がたくさん

ありますので、仮にこういう場合であったとしても

情報共有はしていきたいと考えております。

○当山勝利委員 そうすると国主導でやると理解し

ました。ここら辺の情報は、県としても共有されま

すでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、最初の段階から離島市町村との連携を

想定しておりましたので、当然ながら通常のコネク

ションもそうですが、これについても直接的な連携

はとっておりますので、今後ともこの効果が全体に

波及できるように努めてまいりたいと思います。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 主要施策の成果に関する報告書の

29ページの離島体験交流促進事業で、目的にありま

すとおり児童生徒に離島の魅力を認識していただく

と。そして交流促進につなげていこうということ、

なおかつ離島の活性化につなげていく目的で―成果

にもいろいろあるのですが、この辺のところを詳し

く説明を願いたいと思います。これだけの学校の児

童生徒が１年間に体験をしてきているわけですが、

この児童生徒は対象の学年も設定してあるのです

か。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の離島体験交流

促進事業でございますが、沖縄本島の児童を中心に

離島に対する認識を深める、それから離島側におい

ては、児童との交流促進において地域の活性化、受

け入れ体制の強化を目的として実施しております。

平成29年度においては、本島側の児童が53校で

3688名、離島児童については８校で62名を派遣して

おります。今御指摘いただいた児童の学年でござい

ますが、現在、小学校５年生を対象に宿泊学習の要

素も含めて実施しておりまして、成果の部分で申し

上げますと、児童においては離島の魅力や重要性に

対する認識が深められるとともに、また離島に行き

たいという感想が寄せられたりしています。それか

ら児童の心境や行動面でよい変化があった、主体的

な行動をするようになったとか、手伝いをするよう

になった、それから食べ物を大切にするようになっ

た、そういった児童の内面での向上というのもよく

言われております。

それから地域側においては、こういった事業を進

めるに当たって農家民泊であったり、民泊の簡易宿

舎の許可の取得が促進されたり、体験プログラムの

開発・改善も重ねられてきております。また、この

事業を離れて、こういう経験を通して実際に県外か

らの修学旅行を誘致するような、自主的な取り組み

も活発化しているところでございます。

○仲宗根悟委員 効果として活性化を図ることがで

きた、受け入れ体制の整備を図ることもできました

よとのことですが、課題の中ではさらなる強化を求

めているという内容で締めくくられています。受け

入れ体制のプログラムですとか、地域の特性を生か

しながら子供たちの体験交流プログラムをつくって

いくと思うのですが、そのプログラムのつくり方に

ついて、地域の方からこういうメニューがあります

と皆さんに提示があって、それでは実施しましょう

というやり方なのか、地域は地域でどうぞ頑張って

くださいというやり方なのか、皆さんがこういうメ

ニューにしてくださいというやり方なのか、どう

いった形でこのプログラミングをしているのか聞か

せてもらえませんか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点につきまし

て、本事業、それから将来的に地域が修学旅行を受

け入れることに関して一般的に重要とされるのは、

その離島の関係者をつなぐ役割であるコーディネー

ターの育成であったり、実際にプログラムを開発し

て磨いていくところが中心です。それから民泊の数

をふやしたり、質を高めるところが主な取り組みに

なりますが、それぞれについて当然ながら、キャパ

シティーも含めて各地域の実情がございますので各



－174－

地域でやれること、そういった準備の部分にかなり

時間を割いてやっております。体験プログラムの専

門家や実際にやられているガイドの専門家の方をフ

ァシリテーターという形で事前に離島に派遣をし

て、コーディネーターやプログラムを実施する島の

方と一緒に事前準備の打ち合わせを重ねる中で、こ

としはこういうやり方をしましょう、去年こういう

ふうにやったのでこの部分をことしは改善していき

ましょうといったように、随時ＰＤＣＡを回しなが

ら島のキャパシティーに応じた形で改善するやり方

をとっております。

○仲宗根悟委員 ２億5000万円の予算を使っての事

業効果はかなりあると思うのですが、今おっしゃっ

たように受け入れる側である民泊の体制を充実して

もらいたい、ひいては離島の活性化につなげていく

という内容なのですが、その活性化については今ど

のような状況になっているのかお聞かせいただけま

せんか。

○中野秀樹地域・離島課長 数字で示せる部分等で

申し上げますと、例えば民泊である簡易宿舎の営業

許可取得の件数については、事業開始前の平成22年

度であれば107件であったのが、平成29年度におい

ては509件と400件程度ふえていたりとか、体験プロ

グラムの数についても平成22年度の20件から平成

29年度は308件と大幅に増加していること。離島で

こういう中核的な動きをされるコーディネーターの

数も当初６名だったのが現在各島で合計57名育成さ

れており、数字面においても一定の成果が出てきて

いると考えております。

○仲宗根悟委員 県としては平成33年度も事業が確

定しているのですが、現在本島で53校、離島を含め

て61校、3600名余りの児童に体験をさせている中で、

課題ですとか、挙げられたような、活性化につなげ

る意味でも、これをもっともっとふやしていって、

充実させていく計画なのか、いかがですか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の事業の規模に

ついてでございますが、先ほども少し触れさせてい

ただいたように、この事業については本島の学校か

ら好評ということもあって、非常に多くの要望等が

あり、定員を上回る応募をいただいているところで

す。同時にこれは受け入れ側の離島がちゃんと質を

担保して安全を確保した上で、実際にその人数を受

け入れて実施できるかという観点もありまして、各

離島の受け入れ能力であったり、質も一定程度担保

しながら実施していく必要があります。全体的には

少しずつふえている傾向ではあるのですが、一気に

ふやすのは安全性や質の確保の観点から注意しなが

らやっていく必要があると考えております。

○仲宗根悟委員 今、お話がありますとおり、学校

現場からは、非常にいい体験プログラムなのでもっ

と続けてもらいたいという要望は非常に強いと思い

ます。最大の目的は、もちろん離島の魅力の発信に

つなげることですが、リピーターといいますか、お

話があったように、もう一回来てもらいたい、もっ

と体験してもらいたいというのが狙いの一つでもあ

ると。修学旅行については、卒業して家族を連れて

きたり、あるいはもう一度沖縄を旅行したいという

お話もよく耳にするのですが、子供たちの体験交流

を通してそういった事例といいますか、平成22年度

から始まった参加者の方々の離島に対する目の向け

方といいますか、そういう成果はお聞きしてないで

すか。

○中野秀樹地域・離島課長 何といいますか、事業

後のさらに自然的な動きというところだと思います

が、詳細な定量的なデータは事業外になってしまう

ので、なかなか集めることが難しいのですが、実際

に離島コーディネーター等と打ち合わせをする中

で、例えば去年、学校行事として来てくれた５年生

の児童が、島のよさをわかった上で家でいろいろ話

して、今度は自分の家族と一緒にその島にまた戻っ

てきたという事例は複数聞いてございます。それか

ら先ほどの修学旅行の例で、ちょっと数字は持ち合

わせていないのですが、例えば、観光協会みたいな

ものがなかった島において、この事業をやる中でか

なりの数が組織化されて、教育旅行のようなものを

一定程度受け入れる体制が構築されて観光協会が機

能し始め、実際に県外からの修学旅行を誘致するよ

うになったという事例は、ある意味で受け入れ体制

ができたという一定の成果が出ていると認識してお

ります。

○仲宗根悟委員 非常にいい事業だと思います。先

ほどお話がありましたとおり子供たちの行動も主体

的になったと。我々も研修に行ったときのコーディ

ネーターからお聞きしたところによりますと、成績

もアップしたという生徒も出てきたというところ

で、何といいますか、主体的に行動ができる子供た

ちになったということですので、これは非常にいい

事業だと思います。ぜひ、平成33年度と言わずに、

継続して続けていただきたいと思います。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 最初に、歳入歳出決算説明資料の

１ページ。歳入の財産収入の項目の内容で、特に特
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許権等の運用収入等についてもう少し具体的に、ど

ういう収入なのか詳細に説明していただきたいと思

います。

○屋比久義科学技術振興課長 特許収入、運用収入

―許諾実施料というのですが、県立の試験研究機関

の研究員等が行った職務発明について、県が取得し

た特許権等を使いたいという企業等に使用すること

を許諾いたしまして、その権利を使用することに

よって得られた利益の対価として、使用料を納めて

いただくものとなっております。

○新垣光栄委員 具体的にどういう特許かはわから

ないのですか。

○屋比久義科学技術振興課長 例えばですが、平成

29年度につきましては、農業研究センターが発明し

たサトウキビ等の育種の品種に関する技術を活用し

たいといったもので使用を許諾しました。額は小さ

いのですが、２万1000円とちょっとぐらいの収入で

す。またこれも同じ農業研究センターですが、害虫

の防除方法に関する特許がございまして、これにつ

いても例えば害虫駆除のための薬をつくっている

メーカーから、この特許を使用したいということが

ありまして、20万円弱ぐらいの収入が入ったりと

いったものでございます。

○新垣光栄委員 それを踏まえて、主要施策の成果

に関する報告書15ページの知的・産業クラスター形

成に向けた研究拠点の構築に関してお聞きしたいと

思います。今回、平成27年度から事業開始した知的

・産業クラスター形成に向けた研究拠点の構築に向

けた事業の中で、特許を取得した項目は何件ぐらい

あるのでしょうか。

○屋比久義科学技術振興課長 特許については、実

はつい先日も報道されたところでございますが、こ

れまで私どもが研究支援してきたもので、琉球大学

発の畜産関係のベンチャー企業の事例がございま

す。死亡率が50％から90％ぐらいで、子豚がよく発

症する浮腫病という病気があるらしく、世界的に多

発しているもので、発症した豚は仮に生存したとし

ても出荷できないということで、畜産農家の方に

とって経済的な打撃が大きいというものでございま

した。これに対する研究の支援等々をやりましたと

ころ、この病気を予防するワクチンの開発に向けた

研究を実施していただきまして、我が国だけでなく

て米国等含めて国際特許を出願したといったような

例がございます。

○新垣光栄委員 今、農業分野、そして畜産分野で

の特許なのですが、今回、沖縄県が力を入れている

この産業クラスター関係で、科学技術大学院大学、

琉球大学等々含めて今いろいろなシステム構築だっ

たり研究をやっているわけです。そういう事業の中

で、新しい産業システムのいろいろな特許だったり

方法が構築されていくと思いますが、その中でこう

いう特許のようなものが出てくる可能性はあるのか

どうかです。

○屋比久義科学技術振興課長 例えば再生医療の中

で、培養技術というのが非常に難しくてそれをいか

に大量に安くかつ迅速につくれるかという技術とい

うものが求められていると。実際そういった研究に

支援をしておりまして、その一部については特許申

請していると。これができると、研究機関等での臨

床用キットの販売であったり、あるいはそれが実際

に病院での治療に寄与するための臨床細胞シートの

製造販売であったりという形で、バイオ産業の振興

にもつながっていくものと期待しております。

○新垣光栄委員 この研究成果が実用化され特許に

結びついたときに、県との特許料に関する契約関係

まで含めてこういう拠点づくりに向けての運用上の

契約までなさっていますか。そのまま研究費を費用

とする事業なのか、見返りと言ったらちょっとおか

しいのですが、もし特許を取ったとき、新しいシス

テムを構築したときの対価として特許料が県に入っ

てくるようなシステムを組んで支援をしているのか

どうかお聞かせください。

○屋比久義科学技術振興課長 研究に対する支援で

ございまして、その研究成果として特許に値するも

のとして特許出願されたものに対しては、県が権利

を持っているというものではなくて、冒頭に御説明

申し上げました特許の収入は県の試験研究機関に関

するものでございます。また、産業活用の観点から

も相手に帰属をしていただいてやっているところで

ございます。

○新垣光栄委員 それでは、今回、知的・産業クラ

スター形成に向けた研究事業数がかなりあって、な

かなかわかりにくいものですから、成果簿的な、も

う少し具体的に内容をまとめた報告書があればいい

なと思うのですが、この事業の中でそういうものは

ありますか。

○屋比久義科学技術振興課長 科学技術振興課長と

しての反省かもしれませんが、１枚でお見せできる

ようなまとめ方はされておりません。ただ、主な事

業として７事業についてまとめたものが、私の資料

として整理されているものはありますが、広く公表

しているというものは、恐縮でございますがこれま
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でないです。

○新垣光栄委員 ぜひその資料を皆さんに共通の認

識として配付を要望いたします。出せるかどうかで

す。

○屋比久義科学技術振興課長 事業そのものの報告

書については、個別事業の報告書という形で公表は

しているところでございます。ただ、委員がおっ

しゃっていたのは、それを一覧表程度にしてもっと

わかりやすいように成果を示してほしいということ

だと思いますので、これにつきましては、検討して

まいりたいと思います。

○新垣光栄委員 続きまして、公共交通の部分です。

21、22ページになります。公共交通のバス利用改善

に関してかなりの費用が投じられていると思うので

すが、この公共交通、バスを利用するさまざまな事

業に対して平成29年度において合計でどれぐらい投

じていますか。

○長濱為一交通政策課長 主要施策の成果に関する

報告書の中で、21ページに平成29年度の実績、決算

額５億4900万円余りということで記載させていただ

いておりますが、主な取り組みの実績としましては、

ノンステップバスの導入が21台で約２億5500万円、

車内案内表示器導入の補助が292台で１億4400万円

程度、それから急行バスの運行の実証実験業務、那

覇市と沖縄市―コザ間の12往復の運行で委託費が

3300万円。主なものは以上でございます。

○新垣光栄委員 この公共交通利用環境改善事業に

関しては５億4955万5000円ということになっている

のですが、そのほかにバス関係でバス路線の補助事

業とか、沖縄県はバス事業者に対してかなり補助を

行っていると思うのですが、合計はわからないです

か。

○長濱為一交通政策課長 バス路線補助事業は、主

要施策の成果に関する報告書22ページに記載をして

ございますが、県が平成29年度に支出した決算額と

しましては１億4500万円余りということで、その内

訳としましては、いわゆる国と市町村と協調した運

航費補助の分が１億3400万円余り、それとあと車両

購入費の補助が980万円余りでございます。この両

事業のうちで、バス事業者の分の補助額というのは

ちょっと細かくなるので計算してはございません

が、大まかには理解いただけるのかなと思っており

ます。

○新垣光栄委員 このように沖縄県は、昭和47年ご

ろから、公共交通のバス環境をよくするためにかな

りの投資を行ってきたのですが、一向にこのバス利

用環境の改善が図れないということで、私はこのバ

ス利用の環境が改善されれば、交通渋滞もかなり改

善されるのではないかなと思っております。その中

で今、公共交通利用環境改善事業にノンステップバ

スなどを盛り込んでいるほか、運行実証実験、急行

バス等の運行実験は行っているのですが、バス路線

の変更など路線の改善などの提案はないのですか。

○長濱為一交通政策課長 バス路線につきまして

も、今現在運行している路線、それから場合によっ

て改善が望ましいと思われるルートであるとか、そ

の辺は我々県とも意見交換はさせていただいており

ますが、基本的にはバス事業者で判断されていると

いう状況でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、協議を重ねて、バス路線の

改善など利用しやすくなるような提案を踏まえて、

改善事業をもっとふやしていただきたいと思ってい

るのですが、どのような会議の中で提案できるので

すか。

○長濱為一交通政策課長 委員も御承知のことだと

思いますが、特に沖縄本島中南部で最近特にコミュ

ニティーバスを各市町村がいろいろ地域のニーズを

考えて運行されていて、それをバス事業者に委託を

したりということを今実施しております。実はそう

いったコミュニティーバスを運行したり、運賃を決

めるときには市町村の協議会というのがございまし

て、我々県もこの協議会のメンバーとして入ってお

ります。その中でバス事業者にも、こういったコミュ

ニティーバスのルート等もバス事業者の事業として

検討はできませんかといったような意見交換等はさ

せていただいておりまして、そういった形で進めて

おります。

○新垣光栄委員 今言われたように、各地域が本当

に困って、各市町村が取り組んでいるのです。本来

であれば、公共交通としてのバスのルートが使いや

すければ、わざわざ各市町村が財政負担をしてコ

ミュニティーバスを運行する必要はないわけです。

これは各市町村の負担になっているわけですよね。

もう少しきめ細かなバス路線の検討がなされていれ

ば本来は必要がないことを今、地域の市町村が行っ

ているということを考えても、もう少し公共交通の

しっかりとした協議ができれば各市町村の負担も軽

減になるのではないかと思っておりますので、協議

の場でもう一度バス路線の改善に向けて、しっかり

協議していただきたいということです。そういうこ

とを踏まえて、今もう少し利用しやすいバス事業と

して、知事も今回学生を対象にバス料金を無料化し
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て利用してもらおうという公約を掲げました。それ

に関して、今回の決算を踏まえて県はどういう施策

をやっていこうと考えているのか、部長よろしくお

願いします。

○川満誠一企画部長 公共交通が非常に重要だとい

うことは、承知しております。この公共交通を担っ

ているのは、県もそうですし、市町村もそうですし、

受益者の方は住民の方々でありますし、重要な参加

者としてバス事業者もございますし、これまでもよ

い公共交通を構築するために努力をしてまいりまし

たが、まだ足りないとは思っております。実現につ

いては非常に容易でないところもあると思います

が、知事の公約でもございますので、公約を尊重し

て近づけるように、基幹バス等の軸を整えた上で、

フィーダーとか周辺にも骨格のしっかりした、メ

リットが多く行き届くよう今後とも努力してまいり

たいと思います。

○渡久地修委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 私も主要施策の成果に関する報告

書からいきたいと思います。同じく14ページの鉄軌

道の導入促進事業ですが、昨年度はこれまでの７つ

のルート案から１つのルートに選定して、構想段階

における計画書をまとめていただきました。多くの

県民が意見を寄せて住民の声を反映させたという意

味では、大きく評価できるものだと思います。南北

の鉄軌道はちょっと今回は置いておいて、今お話に

もあったように、フィーダー交通について県民の期

待も高まっています。この構想段階におけるフィー

ダー交通の議論というのは、どういったまとめにな

りましたか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 将来のフ

ィーダー交通ネットワークの構築を見据えて、各地

域における交通の課題等を踏まえた公共交通の充実

につきましては、今年度からまちづくりの主体であ

る市町村や既存交通事業者との協働により、沖縄本

島内を幾つかのエリアに分けて勉強会のような形で

検討を進めてまいりたいと考えているところでござ

います。

○比嘉瑞己委員 構想段階の計画がまとまったの

で、今年度からは協議が始まったということですが、

その進捗状況というのですか、実際に協議はどの程

度、今進んでいますか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 本年５月

１日にその計画を策定後、各市町村の皆様にヒアリ

ング等も行いながら、その市町村間の連携に対する

認識とか、連携する意思を確認させていただいてき

ているところでございまして、今後具体的にはどの

ような形でというのはまだ決まっておりませんが、

市町村間で連携した形で今年度内には動ける地域か

ら始めていければと思っているところでございま

す。

○比嘉瑞己委員 県民が懸念しているのは、今やっ

と１つのルートにまとまって、駅の位置が決まった

中で、それはいいのですが、ただ南北の鉄軌道が終

わった後でフィーダー交通というのが始まっていく

のかというところで、そこに懸念があると思うので

す。やはりこれは同時並行で進めていかないと、せっ

かくの鉄軌道も、つないでいくこのフィーダーの機

能がないと、実際には県民が利用しないことにもな

りかねないと思うのです。そういった意味でこの協

議は、もっとスピードアップして、今年度からちゃ

んと取り組んでいくべきだと思うのですが、これは

部長に聞いたほうがいいですかね。このフィーダー

交通の同時並行の進め方という考え方については、

部長はどのようにお考えですか。

○川満誠一企画部長 鉄軌道の導入に当たっては、

今若干お答えいたしましたが、需要確保の観点から

もより多くの人が望んでいるような形に近づけて、

利便性を向上することが大事だと思っています。こ

のため、基幹軸の南北と並行して、将来の構築を見

据えた地域公共交通の充実という観点から、市町村

との打ち合わせですね、どのようなまちづくりを想

定しているのか、どういう人口動態につながるのか

ということを検討して、同時にやっていくことが重

要であろうと考えております。

○比嘉瑞己委員 市町村でもなかなか温度差もある

と聞いています。ただ、今後その駅の位置が決まっ

たりしていくと、やはりこの駅を中心としたまちづ

くりという意味でも、市町村にとっては大きな事業

になっていきますので、この協議は早目に、また具

体的に進めていく必要があると思いますので、今年

度頑張っていただきたいと思います。

次に、21ページの公共交通の利用環境改善事業に

ついて伺いますが、急行バス運行の実証実験の概要

とその成果について、まずお聞かせください。

○長濱為一交通政策課長 急行バスの実証実験です

が、基幹バス導入による利便性向上を図るため、那

覇市から沖縄市―コザまでの区間で行っておりまし

て、この間の45カ所のバス停のうち停車バス停を

14カ所としたことで、各バス停でとまるバスと比べ

て平均で13分の短縮効果があらわれております。ま

た利用者アンケートでは、満足度が２年連続で約
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９割を超えておりまして、利用者数も平成28年、平

成29年同月比で約1.5倍という伸びを示しておりま

す。今後とも、利用者ニーズを拡大して基幹バスの

実現につなげてまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 成果も上がっているわけなのです

が、この実験からどうやって今後の基幹バスにつな

げていくのか、今後の取り組み、タイムスケジュー

ル等もありましたら教えてください。

○長濱為一交通政策課長 我々県でやっている協議

会で議論を重ねておりまして、次年度の開業を目指

してこのバス会社等も含めまして協議をしていると

ころでございます。あわせて、バスレーンの延長と

いったものも要望しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今までは税金を入れて実験という

形でやったのですが、今後本当にバス会社が自主運

行していけるかどうか懸念もあるのですが、この自

主運行への移行はできそうですか。

○長濱為一交通政策課長 琉球バス交通、それから

沖縄バス、東陽バスが基幹バスルートと重なるルー

トを各社とも運行し、この実証実験にも参加してい

ただいておりまして、我々としてはしっかりやって

いただけるものと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、そのためにやった事業です

ので、その点はしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

次に、この事業の中に入っていると思うのですが、

ＯＫＩＣＡについてお聞きしたいと思います。この

間、決算のたびに聞いていると思うのですが、この

ＯＫＩＣＡ導入で一番期待されていたのは、私は乗

り継ぎ割引だと思うのです。毎年その議論の進捗状

況を聞いているのですが、昨年度はどういった取り

組みになりましたか。

○長濱為一交通政策課長 乗り継ぎ割引につきまし

ては、我々県としても新しい事業を掘り起こすとい

うことで、この公共交通の利用促進につながると考

えておりまして、バス事業者等とも意見交換をやっ

ているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ずっと意見交換というのが続いて

いるのです。先ほどの基幹バスや今後のフィーダー

交通のことを考えても、やはりこのＯＫＩＣＡで乗

り継ぎ割引ができるというのが県民にとって一番利

用する大きなきっかけにもなると思いますし、ひい

てはバス会社にとってもメリットになると思うので

す。なぜバス会社がこの導入をちゅうちょしている

のですか。その主な理由を教えてください。

○長濱為一交通政策課長 バス事業者の懸念の意見

としましては、減収分を賄うほどの利用者増を見込

むのが難しいのではないかという意見ですが、県と

しては、また逆に新たな需要も掘り起こすのではな

いかということはしっかりお伝えしているところで

はございます。

○比嘉瑞己委員 民間の４つの会社がバスの公共交

通を担っているという意味では、民間会社としての

不安や懸念というのもわからないではないのです

が、しかしこのＯＫＩＣＡを導入するに当たってど

れだけ多くの税金を投入して、またこれだけ県民の

期待があるわけですから、私はぜひ踏み出すべきだ

と思います。その意味で、実証実験という形でまず

はスタートするというのも一つの方法だと思うので

すが、この点はいかがですか。

○長濱為一交通政策課長 乗り継ぎ割引の実証実験

についても、我々交通政策課としても検討をしてい

るところでございます。

○比嘉瑞己委員 これは部長にも大きな課題なので

答弁いただきたいのですが、ずっと私は期待してい

たのです。この前までは現金だとどこを通ったかが

わかりませんが、このカードの導入によってそれも

把握できるし、乗り継ぎ割引ができるのだというこ

とで、最初は説明を受けて私たち議会も応援してき

たわけです。やはりこれはぜひ実証実験という形で

始めて、バス会社の協力もいただいて踏み出してい

くべきだと思いますが、部長いかがですか。

○川満誠一企画部長 御指摘の趣旨はよく理解して

おります。バス会社とは、減収分を賄うほどの利用

者が果たして掘り起こせるかというところに尽きる

と思います。これはぜひやりたいではあるのですが、

乗り継ぎ割引は利用者のサービスを継続して維持し

ないといけないというところもありますので、バス

会社とも協調して実証実験をやるといけるかなとい

うことをまた議論して、利用者増が明らかだという

ところまで引っ張っていければ動き出すのではない

かと思うので、そこに向けて努力してまいりたいと

思います。

○比嘉瑞己委員 議論を聞いていると、潜在的ニー

ズを掘り起こせるかと。そうではなくて、掘り起こ

すのだというぐらいの気概がないとやはり向こうも

説得できないと思いますので、鋭意取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、屋根つきのバス停の設置についても要望が

数多くあります。昨年の実績について、まずお聞か

せください。

○長濱為一交通政策課長 我々この公共交通利用改



－179－

善事業では、基幹バスルートにおけるバス停の整備

の中で、屋根つきバス停につきましては平成29年度

に２カ所設置をして、これまでに合計で11カ所整備

が終わったところでございます。

○比嘉瑞己委員 この観光立県の沖縄としては本当

に少ない数字だと思います。バス停の整備は、基本

的には道路の管理者と事業者だと理解しているので

すが、今、県道にあるバス停は幾つあって、そのう

ち屋根、上屋があるバス停は幾つですか。

○長濱為一交通政策課長 県の土木建築部が行った

平成22年度の調査においては、本島内の県管理道路

に約1400カ所のバス停がございまして、そのうちの

170カ所に上屋が設置されているということを確認

したということでございます。

○比嘉瑞己委員 やはり、１割ちょっとだと思うの

です。全部につける必要はないかもしれないのです

が、もちろん観光地だけではなく、また市町村のバ

ス停で高齢者が熱い日差しの中で立っている姿を見

ると、やはりこの整備は求められていると思います。

これをさらに広げていくために、皆さんとしては今

後どういう取り組みを行いますか。

○長濱為一交通政策課長 先ほど我々のこの事業で

の実績を申し上げましたが、今年度も３カ所の屋根

つきバス停の整備ということを予定しております。

引き続きバス事業者、それから道路管理者等と連携

をして、屋根つきバス停の整備を促進してまいりた

いと考えております。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

27ページの離島航路の運航安定支援事業です。船

の造船、建てかえ、リニューアルについてですが、

これまでの事業の実績と今後の計画をまずお聞かせ

ください。

○長濱為一交通政策課長 離島航路運行安定化支援

事業ですが、国、県、市町村、航路事業者で構成す

る協議会におきまして、沖縄県離島航路船舶更新支

援計画というのを策定して、平成24年度から平成

33年度までの10年間の計画で14航路14隻、一括交付

金でおよそ125億円を要する計画として策定をいた

しまして、平成29年度末までに８航路８隻、最新の

状況で先月９月末現在で９航路９隻が完了をしたと

ころでございます。これまでの執行済額としまして

は、85億円をこの事業の中で補助したところでござ

います。残り５航路５隻につきましては、平成33年

度までにしっかりやっていく予定をしております。

○比嘉瑞己委員 計画どおり順調に進んでいるとこ

ろは評価されるところなのですが、一方で離島の皆

さんにとっては、14隻だけではなく、２隻目もやっ

てほしいという声も届いていると思います。実際に、

残り５隻以外にもどれぐらいの要望があるのです

か。

○長濱為一交通政策課長 いわゆる２隻目支援の要

望ですが、渡名喜経由の久米島航路が１つ。それか

ら渡嘉敷航路、座間味航路の２つの高速船が要望と

しては我々のところに届いているところでございま

す。

○比嘉瑞己委員 一括交付金がちょうど始まるころ

から利用してやってきて、計画どおりには進んでい

るのですが、ただニーズもまだほかにも３隻あると

いうところで、残りの平成33年度までの計画、この

一括交付金が制度としてちゃんとあるうちに、これ

はいっそ前倒ししてでもニーズに応えていくべきと

思うのですが、その点の検討はどうなっていますか。

○長濱為一交通政策課長 今御指摘の、残っている

５航路の更新の前倒しなのですが、実は船の建造に

当たっては、大きさや設備等の仕様であるとか、そ

のあたりを我々県や地元の町村も入った検討委員会

の協議を全ての航路においてやっております。検討

委員会で協議した後、この事業の遂行に当たっては、

国の事前承諾を得た上で設計施工等の業者の選定や

計画に係る調整、造船ドックのスケジュール調整、

造船工事等段階的に手順を踏んで進めていくという

ことが必要でありまして、これまでの実績で申し上

げると、おおむね２年程度かかっているところでご

ざいますので、かかる現状も踏まえながら前倒しと

いうのはなかなかといった事情もございますので、

まずは５航路５隻をしっかりやってまいりたいと考

えております。

○比嘉瑞己委員 残り５隻は計画にあるわけですか

ら、進めるのは当然だと思います。ただその計画が

一巡した後に２隻目を検討していくというのはせっ

かく制度があるのになぜ使わないのだという声には

応えていないと思います。いろいろ課題があるとは

思うのですが、この２隻目についてもこの一巡待た

ずにちゃんと検討を進めていくという理解でいいで

すか。

○長濱為一交通政策課長 まずその５隻を優先とい

うことを私申し上げましたが、要望のある３隻を考

えていないということではございません。ただ残り

の５隻の支援にも、約40億円程度の一括交付金を要

する見込みになっておりまして、今の２隻目支援の

要望も合計すると約20億円程度になるのではないか

という試算がございますので、その辺の財源も含め
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ましてしっかり検討してまいりたいと考えておりま

す。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時20分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

上原章委員。

○上原章委員 まず、歳入歳出決算説明資料の３ペー

ジになりますが、歳出決算、予算現額が493億円で

支出済額が419億円、執行率85％、翌年度繰越額が

51億5000万円と約10％で不用額が22億円と。特に、

この繰越額について、ほとんどが市町村振興費、沖

縄振興特別推進交付金が49億円ということで、予算

現額の繰越事業費54億円、これは前の年からの繰り

越しということだと思うのですが、繰越額が毎年

50億円前後あることに対して部長としてやむを得な

いという認識ですか、ちょっとお聞かせ願えますか。

○川満誠一企画部長 繰越額は最大の努力をして、

有効に活用して、できるだけ少ないほうがいいとは

考えておりますが、過去３年で申し上げますと、こ

のたび平成29年度が51億5000万円でありますが、そ

の前が62億9000万円、その前が89億6000万円。これ

は決して自慢できる話ではないのですが、徐々に改

善してきてはいると考えます。今後も、今、御指摘

の市町村事業の一括交付金について交付決定の早期

化とか、過不足調査を迅速に丁寧にやって、有効活

用をして繰越額、不用額の圧縮に努めてまいりたい

と考えております。

○上原章委員 これは、その年の繰越分を翌年に回

した分、どうしても執行にそれが大きく影響して、

また次の年に繰り越しが残るという非常に悪循環的

な形になっているのか、それともこの繰り越しする

部分含めて年度、年度の執行が前倒しでできるよう

な仕組みがつくれていないのか、その辺どうなので

すか。

○川満誠一企画部長 確かに、御指摘のとおり、繰

り越しをした分の人手とか時間を要しますので、当

該年度の繰り越し以外の事業について全く影響がな

いわけではないと考えますが、その意味でも御指摘

のとおり、可能な限り早目の執行をしていくよう―

繰り越しをゼロにするというのは、外的要因が存在

することを考えれば難しいと思いますが、なるべく

迅速に対応して事業間変更であるとか、繰越額の圧

縮に努めてまいりたいと考えます。

○上原章委員 繰り越しを認められたということ

は、多分国もこの交付金として予算そのものには問

題ありということではないと思うのです。あとは、

市町村の行政の中でどうこれを執行していくかとい

うところで、ぜひ、年間の予算執行の中で、可能な

限り新年度を迎えたら前倒しでどんどん事業が進む

ような形でやっていったほうがいいのかなと。県も

そうですが、いろいろな関係機関に聞くと、どちら

かというと後々に集中してくるような行政のあり方

ということをよく指摘されるのですが、この辺は市

町村ともしっかり連携をとってやっていただきたい

のですがいかがですか。

○川満誠一企画部長 御指摘のとおりだと思いま

す。そのように努力いたします。

○上原章委員 あと、主要施策の成果に関する報告

書で18ページの小さな拠点づくり推進事業というこ

とで、そんなに予算額は大きくないのですが、非常

に重要な取り組みかなと思っておりますが、1800万

円の決算額、特に高齢者の多い買い物不便地域にお

ける住民の負担を軽減するということでの移動販売

車の導入と、交流拠点の施設整備を支援しましたと

ありますが、具体的な内容を教えてもらえませんか。

○中野秀樹地域・離島課長 今の御指摘の小さな拠

点づくり推進事業でございますが、住民の生活に必

要なサービス機能を維持して、住みなれた地域に住

み続けたいというなじみの生活を支えていくと。そ

れから、生活圏内での機能、主なサービスを集約し

た中核的な機能を担うという意味での小さな拠点づ

くり、それから集落間のネットワークコミュニテ

ィーを構築するといったところを目的として行って

おります。具体的には、市町村の行う事業に対する

補助事業でございますが、交流拠点の整備事業と買

い物不便地域における移動販売車の導入を行ってお

りまして、昨年度におきましては交流拠点整備につ

いては、名護市の羽地地区において空き家を活用し

た古民家のカフェであったりとか、その中で地元で

とれた野菜であったり、お米、地鶏といった地元食

材を活用した食事を提供するようなサービスと同時

に地元農産物の販売も行っていく。同時にここだけ

ではなくて、周辺の商店街の活性化が求められてい

る中で、周辺の商店で購入したお刺身であったりお

菓子といったものを、イートインスペースで食べて

もらうことで周辺商店の収益の増につなげたり、そ

れから住民同士でそこを交流の場にするといった機

能も実際に利用されているところです。また、移動

販売車については、昨年では宮古島市の大神島自治

会が運営主体となっているのですが、この島は今現
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在、島内に売店がございませんので週１回程度、宮

古島本島に仕入れに行って、住民から注文を受けた

食料品や日用品というのを移動販売車で、大神島の

各家庭の近くまで届けているということで、実際の

声として買い物が身近になったと、そういった中で

移動販売車が来ることでその場が住民同士の交流の

場にもなっているという声だったり、そういうこと

があって島の活気にもつながっています。それから

災害時にも、住民生活の支え、一定程度の食料が届

かないといったときにも、その中で備蓄されたもの

が島内で還元されたりという事例を聞いているとこ

ろです。

○上原章委員 市町村でこういう事業をやるという

中で補助として出すと。予算的な負担は何対何ぐら

いの割合ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 財源としましては、地

方創生推進交付金を活用させていただいておりまし

て、小さな拠点づくりは全国的な取り組みではある

のですが、県内での取り組みというのが、若干まだ

進んでいないところもあるので、まずは先導的に沖

縄県でモデルをつくろうということで始めておりま

して、この先導性の観点から現在、10分の10の補助

事業としてやっているところです。

○上原章委員 先ほど私、金額が少ないと発言をし

ましたが、この事業もっと必要ではないかなと思っ

て、私はそういう表現をしたのです。今、本当に買

い物難民というか、コンビニもない、ましてや高齢

者の方が隣町に行く、そういったところが離島もそ

うですが本島でもまだあるのですよね。例えば、国

頭村の東海岸あたりは、本当に買い物に行けない、

子供たちは家を出る、そういう中でこういう移動販

売車が来てくれれば、本当に各部落でとても助かる

と。役場に言ってもなかなかそういう予算的な厳し

さで実現しないケースがあるのですが、これは県が

ぜひ、市町村と連携をとって、むしろ市町村から要

望が来るのを待つのではなくて、県が提案すること

が今後ますます必要ではないかなと思いますが、い

かがですか。

○中野秀樹地域・離島課長 まさに御指摘のとおり

でございまして、実際に当初、市町村では事業化さ

れておりませんので、県でこういうメニューをつく

りましたということで、各市町村に意見交換してい

る中ではなかなか手に届かなかった分野ということ

で実際に好評でございます。また今後も、当課にお

いては各市町村ごとに、特に離島・過疎市町村に担

当職員をつけて、個別の相談を随時行っておりまし

て、その中でニーズを拾うようにしております。で

きる限り地域にとって使い勝手のいいようなサービ

スができるように、今後も検討していきたいと思っ

ております。

○上原章委員 あと主要施策の成果に関する報告書

26ページの離島航路補助事業、これ当初予算が２億

9800万円、約３億円。そして決算額は8300万円。事

業内容を見ると、当初、離島14航路の運営による欠

損額に対する補助としていたものが５航路の運営と

なった。その背景を教えてください。

○長濱為一交通政策課長 離島航路補助事業です

が、離島住民のライフラインである航路の確保・維

持のために、航路事業者の欠損額に対して国、市町

村と協調して補助をしており、昭和47年からやって

おります。これは一括交付金ではございません。具

体的なスキームとしましては、離島航路の運営に

よって生じた欠損額を、おおむね国が６分の３、県

が６分の２、市町村が６分の１を補助します。御指

摘の予算額に比べて欠損額がかなり小さいというこ

となのですが、国は航路事業者の事業計画について、

事前内定方式で額を決めまして、まずは国の補助を

優先してやります。実は、この沖縄の航路につきま

しては、午前中でも質疑があった船舶についての建

造等の支援も我々やっておりますので、その辺の関

係があって財務状況が比較的好調になった航路がご

ざいまして、欠損が仮に出ていたとしても国の事前

内定の補助金で賄えて、県、市町村の持ち出しがな

い場合がございます。ということで、実際は５航路

の実績でございましたと。額についても、このよう

に8300万円程度になりましたよということです。

○上原章委員 主要施策の成果に関する報告書の

28ページですが、離島の植物コンテナ実証事業。私

たちも南大東村に委員会で行ったときに、実際にこ

の野菜を食べました。非常においしくて、今後、特

に気象の影響で物資が入らないときに重要だなと

思ったのですが、国がそれをやったということなの

ですが、県はせっかく１億円余りの予算を組んだの

ですが、当初は、北大東村それから渡名喜村にもこ

れをつくるということで、予算を計上したと思うの

ですが、それはどうなるのですか。国がやっている

ということでいいのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 渡名喜村と北大東村と

いうことですが、渡名喜村においては、昨年度の段

階で、ちょっと村内の体制の問題等もあって、新規

事業がなかなか始められないという事情があったそ

うで、村から一旦辞退の申し出があったと聞いてお
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ります。北大東村についても当初そういう要望が

あったのですが、村内のいろいろな課題の優先順位

の中で、ちょっとほかの事業を優先したいという意

向があって、これは実証段階のものですので、隣の

南大東村がやっている結果を見ながら中長期的に考

えていきたいということで、一旦検討がとまってい

ると聞いております。

○上原章委員 部長、当初予算の組み方なのですが、

議会で２月に予算特別委員会、それから10月に決算

特別委員会があります。この予算の組み方で、関係

先との意見交換がなかなかできない中で当初予算が

組まれて、後半、これは一括交付金もそうですが、

国との連携がなかなかうまくいかなくて、補正予算

の減額になったり、こういう事業をやろうとしてい

る中で、最終的に受け入れる市町村との共有ができ

なかったといった予算のあり方はどうなのですか

ね。

○川満誠一企画部長 御指摘の当初予算の編成作業

については、各方面との調整を綿密にすべきである

というのは御指摘のとおりであろうと思いますが、

この場合は非常にいろいろな例外的な事情も重なっ

て、国の動きもあっていろいろ調整を進めたのです

が、最初の方向とは違っております。県としては国

が動いて、政策の効果はこの離島の中に発生すると

いうことで、予算上についてはちょっとうまくない

ところもございましたが、このまま次の反省点とし

て生かしていきたいと思います。

○上原章委員 いろいろな考え方があるのでしょう

が、せっかく市町村のためにと思って県が組んだ事

業が、北大東村も渡名喜村も優先的にちょっとでき

ないという今の答弁でしたので、ぜひこの辺の当初

予算を組む中で、相手関係先とのしっかりした水面

下の形はつくっておかないと、同じようなことがま

た起きるのかなという懸念がありますので、よろし

くお願いします。

それで関連してですが、気象の影響でほとんど物

資が入らないというときに、今回のように連続して

台風が来るなど、先島の皆さんからは生活ができな

いとの話があります。ましてや長期の停電があり、

生ものとか日用品が入ってこないということで、本

当に大変とのことですので、何らかの支援策もしく

は対策ができないものかと。観光客も島にいる中で、

コンビニにも物がないということが結構あるという

ことですが、その辺の現状、認識はどうなのですか。

○川満誠一企画部長 離島については、これはかね

がね島チャビというところまで行かなくても、本島

とは違うライフラインを維持していくための重要性

があることはよく承知しております。ですから、こ

のたびの台風のようなことがあった場合には、県の

他部局とも相談をして、備蓄のこととか、それから

可能な限り、例えばこういうコンテナ事業みたいな

もので、少量であっても自前で生産できるような体

制も少しずつふやしていくとか、いろいろな方面の

離島振興施策を検討していきたいと考えます。

○上原章委員 相当の島々でこういうことが起きた

ということを聞いていますので、ぜひ企画部として、

今の物資が届かないところに対する支援を行っても

らいたい。コンテナ事業もその一つだと思うのです

が、もう一つ、直接企画部とは関係ないかもしれな

いのですが、自動発電のインフラに対しもっと支援

体制を組んでおいていただきたい。役所でさえ停電

したようなケースもあると聞いていますので、要望

としてお願いしたいと思います。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 歳入歳出予算の件から、今ありま

したが、繰り越し、そして不用額ということで、大

半は沖縄振興特別推進交付金で、繰り越しにしても

49億円、不用額にしても10億円。繰り越しは事業の

継続ということで理解できるのですが、この不用額

で執行残の要因をもう少し説明してもらえますか。

○砂川健市町村課副参事 不用額の生じた要因につ

きましては、入札残、それから、これは民有地の地

権者の同意が得られなかったということが理由なの

ですが、民有地を除外した事業箇所の縮小による計

画変更、それから、土質調査を踏まえた当初設計の

変更によります事業費の見直し、それから工法の変

更―これは従来業者から盛り土のための土を購入す

る計画を変えて、国道工事から残土をもらい受けた

という形で、経費が削減されて不用となったという

ことになっております。

○當間盛夫委員 後ほどでいいですので、不用額が

出た各市町村の資料を出してもらえればと思いま

す。しかし、これは計画段階からしっかりと踏まえ

て、県も了承して国に上げての一括交付金であるは

ずでしょうから、しっかりとその辺は県もどうある

のかということを精査しないといけない。でも、こ

の一括交付金、決してふえていないのです。減額さ

れる中でこれだけの不用額を出すということは、国

からすると、沖縄県はもうそろそろ必要ないのかな

と捉えられるのではないかと心配しているわけで

す。今、まさに県が要望した事業でも、国が特殊事

情に鑑みてということで、なかなか執行してくれな
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いということが一方であるわけです。本来、一括交

付金も含めて振興策の予算は、沖縄県が主体的にな

るということが基本であったはずなのですが、今は

そういう状況にありますか。

○川満誠一企画部長 一括交付金を初めとした沖縄

の財政特例に基づく予算等につきましては、基本的

には性質は変わっていないと認識しておりますが、

予算の執行についての環境は資材の高騰や、あるい

は、市町村も繰り越し分の執行に一生懸命になって、

現年度分については少し辛いとか、これは泣き言を

言わずに事前に県も調整をして、執行率を上げて繰

り越し、不用を減らしていきたいと考えております。

御指摘の、国とのかかわりが変わっているかとい

うことについては、基本的にはないと考えておりま

すが、沖縄県も市町村と連携して、国への計画の説

明とか、事業の性質についての丁寧な進捗管理につ

いては、一層努力してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 国としっかり調整をして、全額か

ち取れるように頑張ってください。

主要施策の成果に関する報告書から、ちょっとお

話をさせてもらうのですが、那覇空港の整備促進。

２本目の滑走路は来年で完成するのでしたか。

2020年度の完成でしたか。完成時期はおくれている

のか、予定どおりいっているのですか。

○長濱為一交通政策課長 那覇空港の第２滑走路の

建築工事の状況ですが、事業主体である沖縄総合事

務局に確認したところ、護岸工事については、平成

29年度に全体延長約8.5キロメートルの全てが完成

をしており、埋立工事については全体土量約1000万

立米のうち、約85％投入済みであり、舗装工事、進

入灯橋梁工事、管制塔工事も、開始されているとい

うことで、2020年の開港に向けて、しっかり進んで

いると認識しております。

○當間盛夫委員 1300メートル離しての２本の滑走

路も同時に使用ということで当初進めてきたもの

が、単純に２倍にはならないと。滑走路の横断だと

か、いろいろな理由で２倍にならないということで、

実際にこの２本目の滑走路ができたときに、どれだ

けこの離発着数は伸びるのですか。

○長濱為一交通政策課長 那覇空港第２滑走路供用

開始後の処理容量について、国土交通省によります

と、年間を通して安定的な運用が可能とされる発着

回数は、現行の13万5000回から18万5000回、約1.37倍

になると聞いております。

○當間盛夫委員 13万回から18万回ということで、

皆さんが目指す修正した観光客の1000万人から

1200万人―その対応等々は、需要を踏まえたらこの

回数はどうなのですか。

○長濱為一交通政策課長 確かに、これは安定的な

運用が可能とされる発着回数ということでの話で、

現行、平成29年度の発着回数の実績としましては、

今現行の１本の滑走路で約16万6000回ということで

ございます。ただ、所管している国土交通省でも、

安定的な運用が可能とする発着回数を18.5万回とい

うことを公式に発表されていると認識しておりま

す。

○當間盛夫委員 次、鉄軌道の公共交通ですが、進

捗状況といったら何ですが、この費用対効果、収益、

採算等々、国との調整はどのようになっているので

すか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 現在の沖振

法の規定に基づきます沖縄振興基本方針におきまし

ては、その整備のあり方について調査検討を進め、

その結果を踏まえて一定の方向を取りまとめ、所要

の措置を講ずるとされているところであります。こ

れを受けて、実施されている国の調査におきまして

は、費用便益比や採算性などが課題として示されて

います。費用便益比、つまりビー・バイ・シーに関

しましては、これまで国においてコストの縮減方策

を中心とした検討が行われてきているところであり

ます。このため、県としましては、鉄軌道導入によ

る移動時間の定時制向上による効果など、より詳細

な便益報告に関しても調査を実施して、評価の精度

を高めていくとともに、社会に与えるさまざまな効

果、影響に関する評価方法などを幅広く検討してい

きたいということを考えておりまして、今後ともこ

れら国の調査の中でも示されている課題にしっかり

対応していきたいと考えております。

○當間盛夫委員 ビー・バイ・シーと言われている

この採算性、収益を上げられる要因として、皆さん

何をお持ちなのですか。この社会に与える効果とい

うお話ですが、皆さんは国をクリアするための何か

手段でも持っているのですか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 そのあたり

を今年度から次年度あたりにかけて検討を進めてい

き、便益、効果を高めていける要素を探して、しっ

かり調査して、研究していくというところでござい

ます。

○當間盛夫委員 これだけかけてきて、また今年度

そういう形のものしかできないということであれ

ば、これだけの費用をかけるということは、根本的

なルートなり、工法なりのあり方ということを変え
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るというような方向性等は持っていないのですか。

○川満誠一企画部長 今申し上げたのは、ルート等

につきましては最も望ましいといいますか、ビー・

バイ・シーが高くなるだろうというところで選ばれ

ていまして、便益を最大化するもっといい方法がな

いか、例えば移動時間が短縮したり、向上すると、

沖縄県全体の生産性が上がるという関係性にあると

思いますので、そのあたりを定量的に説明できるよ

うに努力するということがまずは入っております。

それから費用は、国もコストの縮減等についてはい

ろいろ努力しておりますが、全体として見た場合は

コストは一定程度かかると思っておりまして、かね

て申し上げておりますとおり、公設民営型の上下分

離方式が必須の形だと考えておりますので、コスト

は縮減に努めると同時に、便益―ベネフィットも最

大化を目指して説明して、努力をしていくというこ

とでございます。

○當間盛夫委員 あと何年かかりますか。

○川満誠一企画部長 何年かかるかについて即答は

難しいのですが、非常に大きなプロジェクトでござ

いますし、なるべく早くと思いますが、努力を継続

して、動き出すように、粘り強く取り組んでまいり

たいと考えます。

○當間盛夫委員 次に、先ほどもいろいろと質疑が

ありました知的・産業クラスター形成に向けた研究

拠点の構築。14億円という予算が、平成29年度もあ

るのですが、この知的・産業クラスター形成は平成

27年度から行っているのですが、総予算はどれだけ

になっているのですか。

○屋比久義科学技術振興課長 平成27年度から平成

29年度までの総額で、40億3093万8000円となってお

ります。

○當間盛夫委員 この40億円は財源として何を活用

しているのですか。

○屋比久義科学技術振興課長 一括交付金事業でご

ざいます。

○當間盛夫委員 一括交付金の事業でこれだけの予

算を使っているわけですから、もうある程度の効果

が出ていると思うのですが、その経済効果をちょっ

と教えてください。

○屋比久義科学技術振興課長 私どもが支援等をし

ている研究につきましては、委員もよく御承知だと

思いますが、基礎的な研究から応用、あるいは実用

に向けての基礎から応用的なところを支援している

ところでございます。例えば産業面でいえば、午前

中も御説明いたしましたが、子豚の病気を防ぐワク

チンの開発等々による生産、製造販売等々というの

が今後期待される、そういったような成果等は出て

おります。

○當間盛夫委員 部長、私が言うのは、40億円の予

算をかけたので、経済効果はこの３倍になっていま

すかということです。40億円かけて、子豚のワクチ

ンということではなくて、今は出ていないが、これ

は平成33年までやるわけですから、二、三年後には

大体70億円、80億円近くの予算を費やすわけですよ

ね。それであれば、この知的・産業クラスターの経

済効果はこの何倍という形を出せるのですかという

ことです。

○川満誠一企画部長 多額の公費を投じているわけ

でありますから、さらに大きなリターンを世の中に

もたらすべきではないかということはそのとおりだ

と思いますが、この事業の性質上、基礎研究に費用

を投じているものでございまして、すぐに幾らの経

済効果をもたらすということは、なかなか説明は難

しいのですが、なるべく早く経済効果があらわれる

ように、取り組みを丁寧に進めてまいりたいと考え

ているところでございます。性質上、基礎研究に近

いところは、長い時間かかることも結構ございます

が、ただ、世の中に便益がもたらせるような取り組

みは、正しい方向で努力していると思いますので、

この辺を御理解いただければと思います。

○當間盛夫委員 この基礎研究、応用を否定はしま

せん。しかし、その反対側に沖縄の子供たちのそう

いったものも上がっている。沖縄の企業も、その基

礎研究、応用の部分で、しっかりと育成も反対側で

やらないといけないと思います。ここだけに予算を

かけて、この一方側は全く伸びていないというあり

方は、私はちょっと違うだろうと思っていますので、

バランスよくそのことをやってもらえたらと思って

いますので、よろしくお願いいたします。

次に、沖縄・奄美連携交流促進事業。これは平成

30年度―今年度で終わる予定なのですが、平成29年

度の実績で8000万円ということですが、これはどう

されるのですか。引き続き継続の予定ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 沖縄・奄美連携交流促

進事業でございますが、本事業を簡単に御説明させ

ていただきますと、沖縄と奄美といった地理的、歴

史的なつながりが深い県域を越えて交流を行うた

め、それから世界自然遺産登録に向けた両地域の移

動がしやすい環境づくりというところが大きな目的

となっておりまして、沖縄県と鹿児島県の折半によ

る協調事業で、交通費に対する補助事業ということ
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になっております。これは鹿児島県が、最初は鹿児

島県内の離島内でこのような事業をやっておりまし

て、そこから始まって沖縄も一緒にやっています。

鹿児島県側は、鹿児島県の奄美振興の特別措置に基

づく財源で行っているのですが、それの更新が今年

度で期限を迎えているという中で、鹿児島県側が延

長に向けた手続の調整を行っていると聞いておりま

すので、協調事業であること、それから自然遺産に

向けた動きは、今後も引き続き沖縄県としてやって

いく必要があるということで、今後も連携して取り

組んでいく方向で考えております。

○當間盛夫委員 平成27年度に比べたら17.7％増加

というのがあります。これは増加傾向にあるのです

か。

○中野秀樹地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、全体の旅客数は、この事業が始まる前

までも少し増加傾向にはあったのですが、この事業

が始まってからの伸びというのが非常に大きいとい

う状況でございます。

○當間盛夫委員 沖縄の観光客はもう1000万人を超

えるという時代になってきました。周辺の、鹿児島

県とはいえ奄美との連携は物すごく大きな部分があ

りますし、「西郷どん」の部分もあるわけですから、

しっかりとこの事業を継続してやれるように頑張っ

てもらいたいと思っています。

次に、公共交通で先ほど比嘉委員からもありまし

たが、ＯＫＩＣＡ。今度、沖縄都市モノレール社は

全国系ＩＣカードの利用促進整備をやりたいという

ことなのですが、この事業の進捗を教えてもらえま

すか。

○長濱為一交通政策課長 委員御指摘のお話は、沖

縄都市モノレール社で、全国ＩＣカードであるＳｕ

ｉｃａ等10種類のカードについて利用できるように

という件かと思います。これにつきましては、国で

東京オリンピックが開催される2020年までに県外か

らの利用者の利便性向上に向けた取り組みを推進し

ているという一環で、現在、沖縄都市モノレール社

において、いわゆる片利用ですがＳｕｉｃａ等をモ

ノレールに利用できるように検討を進めているとい

うことを我々は聞いております。

○當間盛夫委員 これは公共交通ネットワーク特別

委員会でも質疑があったと思うのですが、バス事業

者の形式的なもので、なかなか難しいと言われてい

るらしいのですが、状況はどういうことなのですか。

○長濱為一交通政策課長 県内のバス事業者におき

ましては、まず沖縄県と連携してＯＫＩＣＡを導入

した際に、コスト増のため全国系のＩＣ乗車券シス

テムが採用されなかったという経緯があります。そ

れから、新たな開発コストや維持管理コストがさら

に発生するということで、御指摘の全国系ＩＣカー

ドの利用については、今現在、具体的な検討はして

いないと我々も認識をしております。

○當間盛夫委員 当初ＯＫＩＣＡは、モノレールも

バスもタクシーもという形で導入した経緯がありま

した。全国的なＩＣカードの導入は、観光客の皆さ

んの利便性からすると大きな影響があると思います

が、県はこれをどうしますか。このＩＣカード導入

に関して県も１億円という負担になると思うのです

が、どういう方向性ですか。

○長濱為一交通政策課長 ＯＫＩＣＡの今後の展開

ということで、バス以外の公共交通の利用、あるい

は今御指摘のバスに全国系のＩＣカードが使えない

かということも含めて、今後とも関係事業者と意見

交換をしながら、対応を検討していきたいと思って

おります。

○當間盛夫委員 ぜひお願いしたいと思います。先

ほど、鉄軌道のお話をさせてもらいました。フィー

ダー交通の話もありました。しかし、フィーダーの

話になってくると、やはり鉄軌道がしっかりと構築

されないと、そういう体系には持っていけないだろ

うと。今お話を聞いても、鉄軌道がどうなるかも全

く見えてこないということであれば、部長、路線バ

スをこれからどういう方向性に持っていくのです

か。

○長濱為一交通政策課長 県内のバスの利用環境の

改善ということで、我々、関係事業者、関係市町村、

県警等も含めての協議会を開催しておりまして、こ

の中で基幹バスをまず、来年度―平成31年度からス

タートさせようと。それとあわせて連携する支線バ

スを進めてまいりたいと考えております。一方、地

域を結ぶフィーダー交通のあり方等につきまして

は、またその地域について、住民ニーズ等も把握を

できる市町村にしっかり主張してもらいつつ、我々

がしっかりバックアップする形で、フィーダー交通

のあり方等を考えるような検討も会議等でしっかり

議論してまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 昨今、モノレールもそうなのです

が、路線バスを利用する観光客がふえてきている面

があるわけですよ。我々しっかりとそのことを踏ま

えて、路線バスのあり方を、もっと県が、路線含め

て、運賃含めてどうあるかということをしっかりと

やらないといけないと思う。部長、この公共交通バ
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ス、県としては重要施策ですか。

○川満誠一企画部長 非常に重要な施策と認識して

おります。先ほどもございましたＩＣカードですが、

今が最終とは思っておりません。課題は幾つもあり

ますが、今後は利便性を向上させて、たくさんの人

が公共交通を利用できる環境づくりに継続して取り

組んでまいりたいと思います。

○當間盛夫委員 頑張ってください。

次、離島航路運航安定化支援事業の過去５年の推

移を教えてもらえますか。年次計画はもらっている

のですが、予算規模は出せないですか。

○長濱為一交通政策課長 ５年程度ということでし

たが、本事業は平成24年度からスタートしておりま

すので、６年間ですが、平成24年度は24.1億円、平

成25年度は17.1億円、平成26年度は22.9億円、平成

27年度は14.5億円、平成28年度は4.2億円、平成29年

度は1.8億円。トータルで84.9億円の事業をしてま

いりました。

○當間盛夫委員 部長、24億円、17億円、23億円、

14億円ときて、ところが近年はもう４億円だとか

１億円台、そのような計上の仕方なのですよね。そ

れからすると、今、周辺離島から高速艇の２隻目を

建造してほしいという要請が出ております。この

２隻目の建造を、県が早目に国に要請することは大

事だと思うのですが、この点はどうでしょうか。

○川満誠一企画部長 ２隻目についても需要があっ

て、施策課題として上がってきているということは

認識しておりますが、今、計画で決まっているもの

を完全に履行するためには、残り40億円程度の財源

を必要とすると。２隻目につきましても、二十数億

円の経費を要するということでありますから、財源

等について関係部局とも調整をして、可能な限り予

算の確保等を検討してまいりたいと。ただいずれに

しても、残り５つの航路について前倒しで実施する

という話もありましたが、船舶の建造は２年以上か

かるということもございまして、これらをしっかり

と取り組んだ上で、要望のある２隻目について、具

体的な検討はしてまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 せっかく国庫予算、その国の補助

を使ってやっているわけですから、ある程度、皆さ

ん、２隻目の対応ができるような予算づくりは、僕

は可能だと思っているわけです。近年、平成28年度

でも４億円で、平成29年度でも１億8000万円という

規模を考えると、残りはもう小規模離島になってま

す。それからすると２隻目を要求している離島は、

やはり必要があるとして２隻目を要請しておりま

す。我々は離島における船は道路と一緒だと思って

対応していかないといけないと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

○渡久地修委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 主要施策の成果に関する報告書

で、企画部に対して質疑をさせていただきます。ま

ず最初に21ページのバスについてです。平成29年度、

21台購入したということですが、これまで何台ノン

ステップバスに入れかえて、今後どのようにまた導

入していくのか、その計画をお尋ねしたいと思いま

す。

○長濱為一交通政策課長 ノンステップバスの導入

ですが、平成29年度主要施策の成果に関する報告書

に書いてございますように、平成29年度は21台でご

ざいました。平成24年度から６年間の合計で、212台

の導入を支援してまいりました。計画台数につきま

しては236台を予定しておりますので、平成33年度

までの期間で残りの台数を支援していくことにして

おります。

○花城大輔委員 このノンステップバスの機能につ

いてお尋ねしますが、車椅子の利用者に対する対応

はどのようになっていますか。

○長濱為一交通政策課長 これは名称のとおり、い

わゆるノンステップということで、歩道の高さと、

乗る高さがおおむね一緒ぐらいの高さとなっており

ますので、もちろん介助者は必要かもしれませんが、

車椅子で比較的スムーズに乗れるバスであるという

ことでございます。

○花城大輔委員 今、答弁にもあったとおり、実際

にはバス停に着きますと、運転手がバスの中ほどま

で移動して、椅子を１個潰してスペースをつくって、

そして外に出てこの車椅子の利用者を乗せてあげ

る、おろすときも同じような作業をする、このよう

なことを何回か目にすることがありましたが、これ

をどうにかして対応する方法は何か見つからないの

ですかね。検討はされていますか。

○長濱為一交通政策課長 現在、我々が導入してい

るバスは、いわゆる自動化などの仕様にはなってお

りませんが、そのような、あるいは、それにかわる

ような対応ができるのかどうか、事業者とも意見交

換してみたいと考えております。

○花城大輔委員 午前中にもバス停留所の屋根につ

いて質疑がありましたが、やはり車椅子利用者の方

の立場に立つと、そのときにどのような気持ちにな

るのかとか、雨が降っている場合のこととか、いろ

いろ思うところがあります。ぜひ検討して、何かい
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い案を出していただければなと思っています。

次、ＯＫＩＣＡですが、ＯＫＩＣＡの購入または

チャージができる場所はどのようなところがありま

すか。

○長濱為一交通政策課長 ＯＫＩＣＡへのチャージ

ですが、モノレールの各駅の券売スペース、本島内

の路線バスの車内、あるいは県内の地銀３行の９店

舗の店舗内、それからパレットくもじの構内で購入

とチャージが可能ということでございます。

○花城大輔委員 これは非常に利用しにくい状況に

なっているのではないかなと思っています。ＯＫＩ

ＣＡの普及をもう少し努力するべきであると私は考

えています。また、例えば、１万円チャージしても、

私の住んでいるところからここまで来るのに、大体

800円くらいかかりますので、１万円チャージして

もすぐなくなってしまい、またチャージしないとい

けなくなってくるのですね。なので、その普及をす

るための努力を今何か検討していることがあれば、

お願いしたいと思います。

○長濱為一交通政策課長 先ほど申し上げたよう

に、バスの車内でも一応、運転手に申し述べてチャー

ジすることも可能であります。このほかにチャージ

する場所の拡大等につきまして、我々としても検討

しているところでございます。

○花城大輔委員 次に、23ページの高速ブロードバ

ンドの件で、これは、これからやっていこうとする

地域―まだ高速ブロードバンド化がされていない地

域はどれだけありますか。

○金城清光総合情報政策課長 超高速ブロードバン

ド環境整備促進事業、こちらは平成28年度から平成

31年度までかけて15市町村を整備するもので、既に

10市町村に着手しておりまして、平成31年度の着手

としては、大宜味村、東村の２カ所になります。

○花城大輔委員 以前質疑させていただいたうるま

市の与勝半島は、昨年確認したところでは、うるま

市に一部費用を負担する形で相談しているというこ

とでありましたが、今はどうなっていますでしょう

か。

○金城清光総合情報政策課長 うるま市の平安座

島、宮城島、伊計島、浜比嘉島におけるブロードバ

ンド整備ですが、この４島につきましては、うるま

市が島嶼地域超高速ブロードバンド環境整備事業に

着手しておりまして、平成31年３月までに完成する

見込みと聞いております。

○花城大輔委員 うるま市が自前でやったというこ

とでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 うるま市が、いわゆ

る一括交付金を活用した整備に取り組んでいるとこ

ろでございます。

○花城大輔委員 県内のほかの地域で、県がやらず

に自前でやった市町村はほかにもありますか。

○金城清光総合情報政策課長 竹富町ももともとの

ブロードバンド環境の強化といったところに取り組

んでいるところでございます。

○花城大輔委員 これはわかる範囲で答弁をお願い

したいと思うのですが、この陸続きになっている離

島のＮ高校という学校で、どうしてもブロードバン

ド化をしたいということで、自前で海外製の機材を

購入して設置しているという話を聞いています。そ

のように自前で整備し終わって、その後、行政によ

るサービスでまた環境が戻る場合、このＮ高校の費

用とか、どのような流れなのか、もしわかれば教え

てほしいと思います。

○金城清光総合情報政策課長 いわゆるＮ高校につ

きましては、独自に無線通信を活用した環境整備を、

通信事業者とともに整備したと聞いております。そ

の後、今年度、うるま市の光ブロードバンド事業が

完成するわけですが、今後はこうした環境が利用で

きるものと考えております。

○花城大輔委員 ちなみに、うるま市が一括交付金

で、自前でやったという流れが、もしわかれば教え

ていただきたいです。

○金城清光総合情報政策課長 おっしゃるように、

うるま市は、今この４島について橋でつながってい

るということもありますので、それも含めて、当方

も平成28年度にほかの地区をあわせて事業可能性と

いいますか、いろいろな課題等について調査したと

ころです。その中で、橋を活用した環境整備という

案もその後出てきましたし、当方、それからうるま

市、また、事業関係者ともいろいろ協議をする中で、

橋を通しての整備が可能という見通しが立ってきた

ところであります。

○花城大輔委員 県はこのことで何か支援をしたと

いうことはありましたでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 今申し上げたよう

に、技術的な課題も含めて調査、それから市町村、

そして事業者を含めた協議といったところは、とも

にやってきたという自負はございます。また、こう

した事業が市町村の一括交付金が活用されたことも

含めて、県としてもしっかり協力していきたいと考

えています。

○花城大輔委員 最後、津堅島が取り残されている
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と思うのですが、これについての計画は何か把握し

ていますでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 こちらにつきまして

も、うるま市において、これも一括交付金を活用し

て、住民も無料で活用できるＷｉ－Ｆｉを今年度中

に整備すると聞いております。

○花城大輔委員 ちょっと戻って、先ほどの質疑答

弁で気になったので、13ページの第２滑走路の件で

質疑させていただきます。あと一本滑走路ができて

も1.37倍にしかならない―「しか」といっていいか

わかりませんが、ここで、今、経済界では、滑走路

と滑走路の間にターミナルをつくるべきではないか

との議論がなされているということも聞いています

が、県は何かこの件について把握しているでしょう

か。

○川満誠一企画部長 那覇空港のエリアの拡張、拡

大、機能の増強は必要だと考えておりまして、ただ、

どのような方法で行うかについて、埋め立ては有力

案であるとは思いますが決まったことではございま

せん。いろいろな方面から広く意見をお伺いして、

県としては具体的な検討を積極的に進めてまいりた

いと考えているところであります。

○花城大輔委員 非常に興味深い話だなと思ってい

ます。もしターミナルビルができれば滑走路の運用

状況は２倍になるのかどうか、また、それをやるの

であれば、費用がどれくらいかかるのかとか、これ

からも続けて質疑させていただきたいと思います。

そして、14ページの鉄軌道の件ですが、これも先

ほど、質疑、答弁を聞かせていただいて、１年を通

していろいろと取り組んでこられたとは思います

が、大事なところが進捗していないのではないかな

と思っています。実現可能性という部分で、これ本

当にできるものかどうか、いかがですか。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 平成26年度

から沖縄鉄軌道の計画案づくりに取り組んできまし

たが、ことしの５月に構想段階における計画書を策

定し、県として考えを取りまとめたところでござい

ます。今後は速やかに次の計画段階に移行するため

に、全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の

創設に向けた取り組みの加速、それから国による事

業実施に向けた取り組みの早期着手を要請すると。

さらに先ほども御答弁させていただいたとおり、費

用便益に関する検討、研究を進めてまいりたいと。

さらに市町村の皆様、それから既存公共交通事業者

との協働によりまして、将来のフィーダー交通ネッ

トワーク化を見据えた地域公共交通の充実に関する

検討などを実施していく予定であります。

○花城大輔委員 これは国土の１％にも満たないこ

の離島に、新幹線並みの速さを想定した鉄軌道が本

当に必要なのかどうかというところの議論がしっか

りされていないままに、時間だけがたっているよう

に私は思っています。なので先ほどの話の費用便益

と採算性をしっかりと示すことができなければ先ほ

どの話につながらないわけで、これは昨年度も決算

特別委員会で同じような―言葉は違ったかもしれま

せんが、問題は費用便益と採算性だったと記憶して

います。これが進んでいないこの実態をどう考えて

いるのか、ちょっと聞かせてください。

○川満誠一企画部長 まず沖縄県には、本島に130万

人近くの人が住んでいて、これもかねて言われてい

ることですが、特に中南部においては人口は広島市、

面積は北九州市、人口密度は神戸市に匹敵するよう

な地域であって、そこに鉄軌道がないという唯一の

県であるということがございまして、それから実現

可能性につきましても、言われている一番大事なと

ころは、初期投資のコストだと思います。これは日

本本土全体に上下分離方式で新幹線という特例があ

るので、沖縄県にあってもお願いをしたいというと

ころが基礎にあります。それから輸送密度という考

え方がございまして、沖縄県がこのたび５月に策定

した計画では、１日当たり１万4000人の輸送密度が

あるのではないかと試算しておりまして、この人数

は十分に採算が合うレベルに到達していると。本土

の鉄軌道にあっても７割方はこれよりも低いという

現実がございますので、全体を組み立てて初期投資

を確保できれば実現は可能であると、手が届くとこ

ろにあるのではないかと。もちろん持続的な運用等

に課題はあるわけですが、基本的には努力をして近

づけていくことは重要ではないかと考えてございま

す。

○花城大輔委員 気になるところは、やはり国との

調整です。この間、国とどれくらいの協議をして、

今、国との間での課題は何があるのかを説明お願い

します。

○宮城優交通政策課公共交通推進室長 ８月の上旬

に、国庫要請等のタイミングで、鉄軌道についても

先ほどのような要請を政府にさせていただきまし

た。その後も８月中旬には、内閣府の担当ラインの

方々と今年度以降のお互いの取り組みについて意見

交換をさせていただき、また９月下旬にも国土交通

省、それから内閣府の方々と意見交換をさせていた

だき、情報交換をしっかりやりながら、今後も取り
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組んでいきましょうということを確認してきたとこ

ろでございます。

○花城大輔委員 先ほどの、沖縄で鉄軌道をつくる

必要があるのかどうかということとあわせて、この

鉄道をつくること自体が、将来県民にとっての負担

になるのではないかという声も実際にありますが、

私は、まちづくりをするに当たって、駅が置かれる

場所も非常に期待するものでありますから、何とか

これは進めていただきたい。そして、いつできるか

ちょっとわからないということは早急に解消してほ

しいと思っています。要望を伝えて質疑を終わりま

す。

○渡久地修委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 宮城一郎委員からもありました

が、まず、主要施策の成果に関する報告書の34ページ

からお願いいたします。34ページの特定駐留軍用地

等内土地取得事業の不用額について、もう一度御説

明をお願いいたします。

○立津さとみ企画部参事 こちらにつきましては、

西普天間住宅地区跡地におきまして、普天間高校用

地の先行取得に取り組んでまいりましたが、最終的

な取得実績が見込みを下回ったことによる不用額と

なっております。

○又吉清義委員 確かにそうかと思いますが、非常

に残念なのは、これが平成29年度、突如６月議会で

出てきて、９月で補正予算を組んで、残り６カ月で

この用地を買いなさいということは、私は最初から

無理ではないのかなと記憶していたものですから。

あれほど議会でこの用地費、基金を上乗せしてつく

るべきだと指摘していたにもかかわらず、平成28年

の12月までは企画部長は、これは予算がないからで

きないという一点張りでしたが、これが現部長に

なってようやく急遽６月でできるということになり

ましたが、そのできない予算から急にできると転じ

た理由は何ですか。

○川満誠一企画部長 引き継ぎを受けたところによ

りますと、事情も調べましたら、教育委員会におい

て予算のめどが非常に難しいということがあって、

そこが隘路になっているわけです。跡地利用として

の企画部の取り組みがなかなか動かしがたかったと

いうことで聞いております。それで、昨年の４月に、

又吉委員も宮城委員もいらしたと思いますが、特に

宜野湾市からの強い要望もあり、翁長知事からも前

向きに検討せよとの指示がございましたので、可能

な限り努力をして、各方面、一括交付金の充当方法

についても内閣府と相談をして、調整の結果、見込

みがあるということが得られましたので、急ぎ進め

るということになった次第です。ただ、努力はした

のですが、やはり地主の皆様の基本的な御意向が必

ずしも得られませんで、必要な面積を取得できな

かったことは非常に残念だったと思っております。

○又吉清義委員 企画部の現体制を責めるわけでは

ないですよ。残り半年で40億円近くの土地を買いな

さいと、このような前例はありません。正直言って

やった実績なんかないです。それが、できない予算

が急遽変わったと。あれほどできないというのが急

遽、タイムリミットが迫って買えると転じた。今の

部長の説明でいうと、翁長知事が一括交付金が使え

るように努力して、ようやく国の理解が得られたと

いうことは、教育委員会を初め前知事は一切努力を

していなかったのか。あれほど宮城一郎委員や私、

新垣清涼議員からもしつこく質疑されていますよ。

○川満誠一企画部長 非常に議論があったというこ

とは承知しておりますが、今申し上げたのは、西普

天間住宅地区に今現在の狭隘な普天間高校を、そこ

に移すことができれば、非常にまちづくりの観点か

らも、全体としても非常に行政の効果が大きいので

努力しましょうということでありまして、ただ、す

ぐにできるということではなくて、努力を最大に

やった上で、もしできなければまたそのとき考える

と。ぜひやりたかったのでありますが、土地が買え

ないことにはということで今こうなっているわけで

ございますが、いろいろ逡巡したということであれ

ばお叱りはお受けいたしますが、そのような事情で

あったということを御理解いただければと思いま

す。

○又吉清義委員 部長の気持ちはよくわかります。

ですからそういった意味で、土地がほとんど買える

状態になったはいいが、残り半年間で期限も切れる

中で買いなさいとゴーサインがあっても無理なので

すよ、皆さん。時期を逃したらだめなのですよ。で

すから、あれだけ議会で質問をされ、質疑がされて

いる中で、皆さんはもっと努力をして、本来ならば

ちゃんと時間的にもゆとりを持って決断を下しても

らわないと。私は正直言って、これはパフォーマン

スにすぎないよと、そういう気持ちしかないのです

よ。半年で皆さんが買えるという自信があればいい

ですよ。こんなの無理ではないですかと言った記憶

があるものですから、ぜひ部長、そのように努力を

すれば、このようにちゃんと予算もつけることがで

きるのであれば、今後もそういったタイミング、時

期を逃さないように、しっかり予算を私はつけるべ
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きだという結論を持っておりますがいかがですか。

○川満誠一企画部長 このたびのことも今後に生か

してまいりたいと思います。

○又吉清義委員 ぜひタイミングを逃さないよう

に、やはり一括交付金も知事の判断なり、皆様方で

努力をすれば基金に積み立てもできるということは

明確になったのだから、今後そういったことを、ぜ

ひタイミングを逃さないようにしてもらいたいな

と、非常に残念でならないものですから。

そこで、今、33ページと、34ページをひっくるめ

て質疑を行いますが、先ほど、0.2ヘクタール買っ

た用地と、次また大規模駐留軍用地跡地利用推進費

で、この普天間飛行場についての特別駐留軍用地の

現状、目標額、何ヘクタールに対して今、何ヘクター

ルを買ったのか、まずその点からお伺いいたします。

○立津さとみ企画部参事 普天間飛行場の中の先行

取得事業についてのお尋ねだと思いますが、17.15ヘ

クタールの取得を目指しておりまして、平成29年度

末で9.5ヘクタールの取得を行っているところでご

ざいます。約55％でございます。

○又吉清義委員 別の角度からお伺いいたします

が、この先行取得、5000万円控除とあります。これ

はいつまでの時限立法でしょうか。

○立津さとみ企画部参事 現振興計画があります平

成33年度末までとなっております。

○又吉清義委員 平成33年度の中で、この17.15ヘ

クタールというのは、公共の用地、また、いろいろ

な用地の中で、道路網の整備だけだったかと思うの

ですが、まずその辺、間違いないかどうかです。

○立津さとみ企画部参事 委員のおっしゃるよう

に、この17.15ヘクタール、これは県が先行取得を

行っている分につきましては道路用地です。別途で

はございますが、宜野湾市もまた学校用地の先行取

得を同地で行っているところでございます。

○又吉清義委員 ぜひ私がお願いしたいのは、平成

33年までしかない時限立法ですよという中で、この

17.15ヘクタールで不足するのではないかと。例え

ば皆さんがことし―平成30年度に出した普天間飛行

場跡地利用計画策定調査業務委託の報告書を見る

と、普天間飛行場の広大な480ヘクタールを生かす

には、やはり都市基盤整備の方針ですね、非常に重

要な公共投資、公共事業整備がございます。これは

何も幹線道路だけではないです。例えば鉄軌道を含

む新たな公共軸の整備、そして大事な、皆さん真っ

先にある緑地空間の整備、その他もろもろがあるの

ですよ。そういった面積が0.1平米も含まれていな

いわけです。やはりこれは少し考え方を変えて、そ

してさらに一括交付金を活用する中で、政府にも

しっかり要望して、認めさせて、私はその部分も手

がけるべきだと。17.15ヘクタールではなくて、最

低でも50ヘクタール必要ではないかと私は思います

が、皆さんはこれについてはそのような計画はない

ですか。

○立津さとみ企画部参事 やはり公共用地というの

は、これまでの先行して行われた駐留軍用地の跡地

利用がされているところにおきましても、大変必要

な部分ですし、おっしゃるような形で道路空間以外

にも、公園でありますとか、そのほかの公共施設用

地というのは必ず必要になってくると思います。そ

の取得に向けましては、一定程度の跡地利用計画を

進めていく必要があると思いますので、その中で必

要とされるような面積が出せるように計画の素案策

定に向けて現在作業させていただいているところで

ございます。

○又吉清義委員 ですから、現在この跡地利用計画

について、利用する中で将来的に公園用地にしたい、

これもつくらなければならないと、これはまちづく

りをする中で必要不可欠だと皆さんがうたっている

資料なのですよ。ですから、その中に道路網も入っ

ていると。それを考えた場合に、これをぜひ部長、

やはりかけ合ってこれも議論するべきだと思うので

すよ。平成33年度で切れるということは、あと３年

間で、この跡地利用推進法が切れるわけですよ。そ

れから用地買収、また今の普天間高校の移転問題み

たいになると思いますよ。その辺は危惧しませんか。

やはり、その辺をしっかりと計画の練り直しをして

いただきたいのですが、いかがでしょうか。

○川満誠一企画部長 御指摘の点は重要だと思って

おります。まちづくりの主体である地元宜野湾市と

これまでも丁寧に議論しておりますが、今後とも、

どういうまちづくりをやろうかということをいつも

議論しながら、公共用地については積極的に取得に

努めてまいりたいと考えております。

○又吉清義委員 まだ部長ちょっとわかっていない

ようですが、私は大規模駐留軍用地跡地利用推進費

で買いなさいということではなくて、特定駐留軍用

地等内土地取得事業で買いなさいということなので

すよ。今皆さんがやっているところは、特定駐留軍

用地等内土地取得事業でやっている事業なのです

よ。これにひっくるめてやりなさいということを

言っているわけですよ。部長、理解できましたか。

○立津さとみ企画部参事 今、17.15ヘクタールの
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先行取得につきましても、まだまだ数字が積み上

がっていない状況でございますので、そこもかなり

注力していかないといけないと思っております。今

年度からは普天間飛行場につきましても、地権者の

皆様へ個別に訪問をしながら事業の周知、それから

こういった計画があるということの周知も並行して

やっているところです。おっしゃったような形で、

そのほかの公共施設用地についても、今後どのよう

な形で先行取得の形に落とし込めるのか、そういっ

たことも含めながら、地元の宜野湾市さんとの議論

を一緒にやっていきたいと考えております。

○又吉清義委員 ちなみに、今の先行取得の沖縄県

特定駐留軍用地等内土地取得事業基金は、総額で幾

らでしたか。

○立津さとみ企画部参事 県分の基金としまして

は、平成24年度に当初69億円基金を積んでおりまし

て、現在が約30億円でございます。

○又吉清義委員 今は30億円かもしれませんが、や

はりそういったもろもろの事業を実施するには30億

円で足りますか。それをもう一回計画を練り直して、

さらにスムーズに行くように、まずは考え方も変え

たらどうですかということを私はぜひお願いしたい

し、部長も再度協議していただきたい。30億円では

あの用地は買えないと思いますよ。皆さん、30億円

は17.15ヘクタールの規模だと思うのですよ。やは

り50ヘクタール、70ヘクタールを買うのにその基金

の額で足りますかと再度お尋ねいたします。

○立津さとみ企画部参事 おっしゃるように、今積

んでいる基金は、この道路の用地分としての積算し

かしてございませんので、その他にどういったもの、

どの程度のものが先行取得として必要かということ

につきましては、やはり計画の策定と並行しながら

検討を進めていきたいと思っております。

○又吉清義委員 基金はまず足りなくなるだろう

と。当初の軍用地料は24倍から30倍でした。今、何

倍で取引されているか御存じですか。

○立津さとみ企画部参事 大変申しわけございませ

んが、その数値を持ち合わせてございません。

○又吉清義委員 数値は持っていなくていいです

よ。最低でも50倍以上になってしまいましたよ。こ

れ近々60倍になりますよ。皆さんの予算パンクしま

すよ。そういった意味では、ぜひ今のうちに県内で

何が起きているかしっかり調査してやらないと、平

成33年度でこの法律が切れるというのは恐ろしいこ

となのです。平成33年度までにこれが買い切れない

場合、これはどうなるのですか。

○立津さとみ企画部参事 今、委員がおっしゃった

ことも十分考慮して、今、私どもは先行取得にまず

しっかり取り組んでいって、さらにいろいろな情報

につきましてもしっかり把握した上で取り組みを進

めていきたいと考えております。

○又吉清義委員 しっかり反省するからには、ぜひ

前向きに進めてもらいたいなということも切にお願

いいたします。反省して何もしないのではなくて、

反省してどうやるべきかは、お互い本当に大切なも

のだと思いますよ。480ヘクタールを返還された場

合、生かすことができるかできないか、大変な問題

です。宜野湾市だけの問題ではないです。南部、中

部、沖縄県全体に影響する問題だということをしっ

かり知っていただきたいと思います。

あと１つだけお伺いいたします。18ページの小さ

な拠点づくり推進事業とあります。これについて、

どの地域でこの事業を行っているか、御説明お願い

いたします。

○中野秀樹地域・離島課長 小さな拠点づくり推進

事業でございますが、住民に必要なサービスを、住

みなれた地域に住み続けたいという住民の生活を支

えるために、拠点づくりネットワークを構築してい

るものでございます。具体的には、昨年度は名護市

において交流拠点施設の整備、それから宮古島市に

おいて移動販売車の導入ということも行っていると

ころです。

○又吉清義委員 聞きづらいのですが、名護市と宮

古島市で行っているということなのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 そのとおりです。

○又吉清義委員 ちなみに、担当の方にお尋ねいた

します。自治会に入っていますか。

○中野秀樹地域・離島課長 個人的なことで大変恐

縮ではございますが、私も沖縄に住むようになって

から、那覇市の一部の地域で青年会の活動をさせて

いただいているところです。

○又吉清義委員 青年会の活動をしただけであっ

て、自治会には入っていないのかなと、入っている

のであれば堂々と言えますよ。なぜかというと、大

事なのですよ。これは全然小さくないですよ。ここ

に沖縄の医療費の問題、公共交通ネットワーク、こ

ういった問題が隠れているわけですよ。私の地域を

調査しておりますが、年寄りが買い物でどんなに

困っているか御存じですか。沖縄全体で。独居老人

がどれほどふえているか御存じですか。地域に入っ

たらすぐわかりますよ。こういうことを調べたこと

はないですか。
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○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点につきまし

て、私も全て確認できているわけではございません

が、この事業に関しても昨年度から当課において、

離島・過疎地域を中心に、個別に職員による担当制

をとるようにしておりまして、実際に市町村の職員

であったり、その先にある地域に対応できるような

関係づくりを一応進めているところでございます。

○又吉清義委員 これも離島だけではなく、本島内

でも既に起きています。ですから、小さな予算では

なくて、最低でも億単位を組むと、費用対効果が大

きいですよ。例えば、今、生活保護世帯がふえる割

合、そして医療費がふえる割合、そこに解決できる

糸口を秘めていますよ。残念だけど行政は、その地

域を知らないためにそれがわからない。そういった

問題があるものですから、ぜひさらに調査をして、

これをもっと億単位で組んで、私は活動させるべき

だと思っているのですが、いかがですか。

○中野秀樹地域・離島課長 御指摘の点も踏まえま

して、今後も市町村、それから地域等のニーズをき

め細かく吸い上げられるように努力してまいりたい

と思います。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 平成29年度主要施策の成果に関す

る報告書、13ページの那覇空港における第２滑走路

等の早期供用に向けて、国と連携し調整を促進する

ことについてお伺いしたいと思います。これは午前

中から何度か質疑が出たと思いますが、平成31年度

末に供用開始ができるという答弁でありましたが、

これまでこの埋立事業に関していろいろなトラブ

ル、いろいろな課題があったと思いますが、台風等

で一時的に工事ができなかったり、何かそういった

トラブルはあったかを確認しておきます。

○長濱為一交通政策課長 那覇空港の第２滑走路の

工事ですが、進捗状況につきましては、整備主体で

ある沖縄総合事務局と情報共有しているところでご

ざいます。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中、中川委員から質疑内容について補

足説明があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

長濱為一交通政策課長。

○長濱為一交通政策課長 具体的に、いつ、どうい

うタイミングで、どういうトラブルで工事をとめた

とか、そういった細かい情報までは我々では承知し

ておりません。

○中川京貴委員 実は、我々も自民党会派で現場視

察してきまして、いろいろ見てきたのですが、やは

りこれまで何か埋め立てに関して事業がとまったり

すると、トラック何十台がそのまま工事ができない

ような状態もこれまでありました。我々もそれを見

ると、平成31年度末までに供用開始ができないと、

工事をしながら問題解決すべきだということで、現

場視察に行ってきて、その後は把握してないもので

すから、やはり沖縄総合事務局との情報共有は県と

しての大事な仕事だと思っているのですが、知らな

いで通りますか。

○長濱為一交通政策課長 工事の状況につきまして

は、先ほどもお答えいたしましたが、最新の状況と

して、護岸工事については平成29年度に全体延長約

8.5キロメートル全てが完成をしている。それから、

埋立工事については、全体土量約1000万立米のうち

の約85％が既に投入済みである。その他の舗装工事、

進入等橋梁工事、管制塔工事についてもスタートし

ているということは、我々、そういったあたりにつ

いては情報として承知しております。

○中川京貴委員 まず基本的なことをあえてお聞き

します。では、なぜ那覇空港の第２滑走路の事業を

することになったのですか。

○長濱為一交通政策課長 今の第２滑走路の事業化

が決定するまでのプロセスとして、我々が把握して

いる状況としまして、西暦2000年ごろから那覇空港

拡張整備促進連盟であるとか、それは那覇空港が当

然、御承知のように、沖縄県民の足でもあり産業振

興の拠点でもあると、沖縄にとって非常に重要なイ

ンフラであるということを踏まえて、２本目の滑走

路がどうしても必要であるということで、しっかり

と国に対して要請等を行って、それを国が国土交通

省の交通政策審議会の航空分科会の中で、しっかり

国として調査をするという形で進んでまいりまし

た。その後、県としても必要性について、総合的調

査ということで、ＰＩ等を実施して･･････。

○中川京貴委員 部長、やはり島嶼県の沖縄が生き

ていくためには自立型経済―観光立県、基地経済か

ら観光経済への移行ということもあって、これまで

いろいろな政治家の方々が国と交渉して、1000万人

観光立県、１兆円観光産業を掲げてきて、もう1000万

人を超えて、目標は1200万人ということになってい

るでしょう。これと那覇空港の滑走路、これ毎年約

330億円をつけて、トータルでやがて2000億円ぐら

いでしょうか。そこだけではなくて、それプラス次

は鉄軌道、そして西海岸道路、バイパス、今、私が

提案している高速船も含めて、これが島嶼県沖縄が
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生きる沖縄の自立型経済だと私は思っています。そ

ういった意味では、これまで過去に稲嶺県政、仲井

眞県政と国との交渉によってこのような予算措置が

できたものと思っています。皆さんは県の職員とし

て誇りを持って、国との交渉については、これは国

道事務所の仕事だからとか、内閣府だとかではなく

て、一緒に我が沖縄のためにやるのだという気持ち

がないといけないと思いますが、部長いかがでしょ

うか。

○川満誠一企画部長 沖縄の振興発展のために県庁

全体で取り組んでいるところでございまして、今、

委員が御指摘のように、将来の発展のために何が必

要かということは、いろいろな方面からも御意見を

伺って、いろいろな方々が努力をして政府と調整を

して実現化してきているということが、現実でござ

いますので、今後ともその方向で努力を続けたいと。

全く御指摘のとおりだと思います。

○中川京貴委員 では、次の14ページに行きます。

これも少し触れました鉄軌道導入の実現です。鉄軌

道については、私も一般質問、代表質問で何度か取

り上げました。今、県が計画を立てて国に案として

出されていると思います。これも特別委員会でも質

疑しましたが、始点は那覇市―空港なのか、そして

名護市のどこが終点となる予定なのか、その辺を具

体的に説明できますか。

○川満誠一企画部長 今、構想段階で沖縄県の案と

して定めた計画には、具体的な駅の詳細な位置まで

は含んでおりません。仮定の話になりますが、県外

から沖縄県に入ってくるお客様の大方は那覇空港か

ら入られるので非常に重要なところであると認識し

ていますが、モノレールがあるのでどうなるかとい

うこともあります。駅を置くかどうかは別にして、

那覇空港を抜きにしては議論できないだろうとは、

物の道理としては思います。それから名護市につき

ましても、駅の位置、名護市のまちづくりとも関係

しますし、これは名護市と那覇市だけの話だけでは

なくて、途中の浦添市も宜野湾市も北谷町も沖縄市

もうるま市も恩納村も全て地域のまちづくりとの最

適配分が必要となるかと思います。ほとんどの方が、

例えば宜野湾市であれば普天間は無視できないだと

か、いろいろなことを想像すると思います。具体的

にどこということは決まっているわけではないです

が、人が多く動くなど、最もモビリティーが円滑に

機能するところを中心に、まちづくりとも整合しな

がらやっていくと、おのずと範囲は絞られてくるの

ではないかなと想定してるところであります。

○中川京貴委員 今の部長の話はあくまでも仮定の

話ということですが、具体的に名護市や予定されて

いる各市町村の自治体も一緒になって国と協議をす

れば、国も必要性が理解できると思っています。今

の段階では、我々が別件で国に直接行ったときも、

なかなかこの鉄軌道に対しての国の考え方が、いま

いちよしやろうという雰囲気ではないということを

感じています。見切り発車ではなく、ぜひ部長がも

う少し情報を収集しながら国と一緒にやろうとい

う、きっちり計画性のある取り組みをしたらどうか

と思いますが、いかがでしょうか。

○川満誠一企画部長 これまでも、折々の要請等に

ついては重要な沖縄の望むプロジェクトとして要請

しておりますが、御指摘のとおり一層の具体性を

持って内閣府と調整をして、検討を進めて、粘り強

く取り組んでまいりたいと思います。

○中川京貴委員 部長御承知のとおり、私は委員会

でも一般質問、代表質問でも、戦前は軽便鉄道が嘉

手納町まであったのが、嘉手納町、読谷村は通らな

いのはどうしてかという質問をよくしました。やは

り今御承知のとおり読谷村もホテルが２カ所ほど建

設が予定されておりますし、恩納村にもどんどんで

きてきています。人口密度また国との協議によって

読谷村、嘉手納町を経由する必要性が出てきた場合

は、今の案の中に嘉手納読谷線をつけ加える可能性

もあるということで理解してよろしいですか。

○川満誠一企画部長 これも折々に申し上げている

ことでありますが、県が案として策定したものは、

がっちりこのとおりでこれ以外は認めないというこ

とはもちろんございません。将来のまちづくりの変

動とか、今後のいろいろな利用者の動向とか大きな

要素が変わってくれば、当然変わる可能性はあるも

のです。ただ全体としては最も合理的な幹線をつ

くって、それをフィーダーで結ぶということが全体

の―鉄軌道の便益が沖縄本島隅々に行き渡るように

なるのではないかという考えもございますので、そ

の辺との折り合いをつけながらやっていくと。いず

れにしても、今、県案でお示しさせていただいたも

のが、これが最終の形であるわけではございません。

○中川京貴委員 私はこれを何度も取り上げまし

た。必ず嘉手納読谷線も通して、10年後、20年後、

30年後、将来の子供たちが県議会の議事録を読んだ

ときに、そういった苦労があったのだなということ

が証明できるような仕事をしたいと思っています。

次に、主要施策の成果に関する報告書の29ページ

をお願いします。



－194－

沖縄離島体験交流促進事業、これは御承知のとお

り、平成22年度、当時の川上企画部長のときにでき

た事業で、10年間ですね。これは、正直申し上げま

して、私も父親が離島―伊是名村出身である関係も

あって、ぜひやるべきということで、議会の中でも

一生懸命取り組んできた事業であります。これは当

初3000万円程度の予算で、10校以内―五、六校だっ

たと記憶しています。それから地域からの声がどん

どん上がってきまして、今では２億円を超えると。

ただ、その中において、部長、たしか記憶があると

思いますが、私は離島体験交流であるが、離島の子

供たちがほかの離島に行けないのはおかしいと問題

提起しました。現在においては先ほど説明で五、六

校行けるようになりましたと。メニューが違うとい

うことでこれまではできなかったのですが、できる

ようになりましたよね。そういった意味ではやはり

県職員がジンブンを出して知恵を出して、同じ子供

で行ける子供と行けない子供がいるのはおかしいと

いうことでできた事業です。離島体験交流学習のメ

ニューですが、離島の子供たちはどういうメニュー

で行っていますか。

○中野秀樹地域・離島課長 平成27年度から島の魅

力再発見推進事業という形を通して、平成28年度か

ら今の事業に、離島版という形でスタートしており

ます。委員御指摘のとおり、本島の児童だけではな

くて、離島の児童にも機会を与え、別の離島に派遣

して互いの島の違いや魅力を知ってもらい、生まれ

育った島に誇りを持ってもらうということで始めて

おります。具体的にはメニューも若干異なっており

まして、離島版においては例えば将来の夢を持って

もらうことについてだったりとか、自分の島につい

て今後の島の活性化についてどのように考えている

かとか、こういった自分のふるさとの将来的なリー

ダーになることも含めて、そういった意識づけにつ

いてより重点的に、かなりきめ細かく進んでいるの

は事実でございます。

○中川京貴委員 当時、沖縄の子供たちはディズ

ニーランドとかＵＳＪといった県外にはよく行く

が、自分たちの島、離島に行く機会が少ないという、

我々自民党会派の勉強会の中で、当時の川上企画部

長に提案しながら実現したのです。そういった意味

では、せっかくつくった離島体験交流学習ではある

のですが、これも予算がなければできません。予算

があって初めて実現したのですが、私が提案したの

は、同じ離島の子供―石垣島、宮古島、北大東島、

伊是名島の子供たちが本島に来て、例えば嘉手納飛

行場の基地被害、騒音問題を学習する。また、普天

間飛行場の大きさや被害を同じ沖縄の子供たちに理

解させるべきだということで提案しました。これは

実現しておりますが、離島の子供たちが沖縄に来て

また離島に行く意義は、離島における問題だけなの

でしょうか。実際にこの事業で沖縄本島に来たこと

もあるのでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 委員御指摘のとおりで

して、離島の子供たちが本島に来て、本島ならでは

の課題にも触れていただく機会をとっていたことも

あります。ちょうど今年度も今週、来週にかけて離

島の子供たちが一度本島に来て、それからまた別の

離島でという形で実施しております。

○中川京貴委員 これは、もともと中学校にも適用

していたのです。そして今、小学校５年生。全額を

県持ちで予算化していますが、中学校２年生が該当

していましたが、学校から、余りにも行事が多いの

と、修学旅行が重なっているということで、中学校

はやめてくれということであったと、それでよろし

いですか。

○中野秀樹地域・離島課長 委員御指摘のとおり、

以前は中学生も対象にしていた時期があると認識し

ておりますが、御指摘の点であったりとか、より教

育効果が高いといいますか、そういう観点からも教

員のニーズ、子供のニーズ、親御さんのニーズといっ

たところを踏まえて、より効果の高い形でというこ

とで、現在の小学校５年生を対象にということに

なっています。

○中川京貴委員 この中身についてもう少し質疑し

ますが、コーディネーターが６人から57人になった

と。そのコーディネーターに関する経費はこの予算

に全て含まれているのですか。

○中野秀樹地域・離島課長 コーディネーター自体

で一番多いのは、各島の観光協会で事務局をされて

いる方などにこの事業においてコーディネートして

いただいている。この事業の経費については、当然、

コーディネーター費用という形で予算化してござい

ますが、観光協会はそれぞれ自前の業務も当然ござ

いますので、そういった部分は観光協会の中で措置

しているという認識でございます。

○中川京貴委員 これを一般質問、代表質問で取り

上げて、当時の謝花企画部長も答えていたのは、こ

んなにすばらしいメニューですので、絶対に事故が

あってはいけないと。事故対策についても何度も質

問しました。しかしながら、石垣島、宮古島に行っ

たときに、やはりちょっとした事故があってヘリで
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運んだとかいろいろとありましたが、大きな事故は

これまでに何件あるのでしょうか。

○中野秀樹地域・離島課長 悉皆的な総数は把握し

ていないのですが、確かに対象者が小学生―小さい

子供ということもあるので、派遣中に体調を崩すこ

と、それから船で渡るときに気分が悪くなるような

ケースは当然にあるのですが、そういう点に関して

も、事業当初よりは改善を重ねる形で、引率に看護

師であったり引率教員をふやす、それから当然、保

険の関係とかというところも大きな問題になってき

ますので、包括旅行保険の加入の徹底、各島ごとに

必ず安全管理体制を設定するなど安全確保について

はかなり力を入れているところでございます。

○中川京貴委員 今後もこのすばらしい事業を継続

するに当たって、学校の先生方の引率は何名行って

いますか。

○中野秀樹地域・離島課長 学校単位となりますと

学校の規模などにもよるのですが、基本的には一ク

ラスごとに引率教諭を２名必須としておりまして、

それから学校ごとに必ず看護師、それから旅行社の

添乗員も配置しております。

○中川京貴委員 ぜひ提案したいのですが、それ以

外に例えばＰＴＡの関係者とか、また役場職員―教

育委員会とかこういった方々が参加することは可能

ですか。

○中野秀樹地域・離島課長 派遣元もそうですし、

派遣先の離島においてもこの事業の改善を常に図っ

ていく必要があることは御指摘のとおりだと思いま

す。事業評価会議というものを設けておりまして、

この事業の催行中というよりは、事業が全体として

終わったときに実際に参加された先生、派遣元の教

育委員会、島側のコーディネーターにも必ず来てい

ただいて、この中で安全管理の部分だったり、プロ

グラム内容の質の向上を常に図るように心がけてい

るところです。

○中川京貴委員 この子供たちが離島体験交流学習

を終えてきた後に、時々、新聞に投稿があります。

どこどこの島へ行ってウミンチュの体験をしたと

か、伊平屋島では網を引いたとか、その記事を見る

たびにこの子供たちの将来―人材育成にとても貢献

していると私も感じるのですが、一番心配している

のは事故です。間違っても死亡事故が絶対にない体

制をつくるためにも、先ほど提案した教育委員会、

市町村のＰＴＡも含めた安全対策に県も力を入れて

ほしいと思います。部長いかがでしょうか。

○川満誠一企画部長 事業をよりよい事業として維

持していくためにも、安全対策は極めて重要だと認

識しておりますので、安全対策についてはいま一度、

現状からさらに取り組むべき点はないか等々を含め

て検討して議論して、その遵守に努めたいと考えま

す。

○渡久地修委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 主要施策の成果に関する報告書の

23ページ。光ファイバーを使っての超高速ブロード

バンド環境整備事業でありますが、その事業につい

てたくさん質問を準備したのですが、ほとんど花城

大輔委員がうるま市のことを思ってたくさん質疑し

ましたので、その中からぜひここは確認しておきた

いというところだけ質疑させてください。課題の中

に整備対象範囲が広範囲で複数年度にわたって整備

計画を実施していくと記載されています。これは平

成29年度では10の市町村が対象になったわけです

が、その他で平成28年度から平成32年度まで事業展

開していくと報告されているわけですが、残り15市

町村というのは、この10の市町村も入っているので

しょうか。

○金城清光総合情報政策課長 全体で15市町村の整

備をしておりまして、平成29年度はそのうちの10市

町村を整備、平成31年度に新たに着手する市町村が

東村と大宜味村の２村になります。

○仲田弘毅委員 先ほど来、我々うるま市の旧離島、

伊計島、平安座島、宮城島、浜比嘉島、４島になる

わけですが、そこはもう橋がつながって僻地ではあ

るがもう離島ではないのです。純然たる離島として

今、津堅島があるわけですが、その津堅島を組み入

れていくという方策は考えられないでしょうか。

○金城清光総合情報政策課長 今申し上げた15市町

村に含まれていない場所として津堅島がございま

す。こうした場所が県内各地に幾つかありまして、

こうしたところを集めて平成28年度に整備上の技術

的な課題ですとか、あるいは地元自治体のニーズで

すとか、住民の意向なども含めて調査したところで

す。その中で例えば光ケーブルでつなぐ、あるいは

無線で渡すといった技術的な観点についても検討し

大まかな積算などもしてございます。その結果を踏

まえてそれぞれの地区について、それぞれの市町村、

また事業者と検討を重ねてきたところです。先ほど

おっしゃっていた４島については、橋を活用したイ

ンフラ整備を実施するということでうるま市が既に

整備を着手してございます。また、今御質疑のあり

ます津堅島につきましては、これもうるま市で無料

のＷｉ－Ｆｉを整備するということで、今年度、公
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募していると聞いています。これによって、地元の

住民ですとか、あるいは訪れた観光客などが無料Ｗ

ｉ－Ｆｉでインターネットにつながる環境を整備す

ると聞いています。

○仲田弘毅委員 昨年度の答弁書を見てみますと、

伊計島等４島に関してはイニシャルコストというの

ですか、ハード面での初期投資でも大体４億円で、

ランニングコストが1600万円ぐらいかかると。しか

し津堅島の場合は海底ケーブルを通すということ

で、11億円も見積もりがなされている。ですから、

これをうるま市単独でやるということになります

と、大変厳しいものがあると思いますので、ぜひしっ

かりと調整しながら対応していただきたい。なぜそ

の話をするかと申しますと、今、津堅島は、小・中

学校の存続が大変厳しい状態です。ことしの４月に

新入生はいませんでした。来年もいません。来年の

３月に中学の卒業生が５名もいます。これがあと

10カ年続くともう小・中学校がなくなります。島か

ら学校がなくなるということは、今、県が一生懸命

訴えている離島の研修生の対策を含めて、大変厳し

いものが出てくると思うのです。今でさえ厳しいの

に、やはり情報の格差是正とか、あるいは離島が本

島の地域と同等の生活ができるような体制づくりを

やっていくためにも、このような文明の利器がしっ

かりセットされることが絶対に必要だと考えていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、離島住民等交通コスト負担軽減事業を含め

て、一括交付金を使って離島の特に津堅島の島民の

乗船のチケットが割引されていると思いますが、こ

れは今現在、企画部は幾ら割引されているか承知し

ていますか。

○長濱為一交通政策課長 我々で実施しております

離島住民等交通コスト負担軽減事業によりまして、

津堅島の航路につきまして神谷観光がフェリーと高

速船の２隻体制で運航しています。高速船の片道普

通運賃790円に対しまして、住民割引の運賃では

330円、フェリーにつきましては普通運賃640円に対

しまして住民割引運賃は200円、事業実施によって

このようになっております。

○仲田弘毅委員 これこそ離島の振興なくして沖縄

県の発展はない。やはり離島に人間がしっかり住ん

で生活ができて、子供の子育て支援がしっかりでき

るこの体制が、やはり絶対に必要不可欠であります

し、これを徹底させるためにはどうすればいいかと

いうことを私たちは県議会の場で、国は国会で審議

をして各市町村におろしていく必要があるかと思い

ます。私たちの唯一の離島であります津堅島のフェ

リーは新造船が来ましたが、高速船くがに、これは

もう相当老朽化して、エンジンがいつパンクするか

もわからないような状況でした。これが７月25日に

新造船が就航いたしまして、そのときには嘉数企画

振興統括監も島まで来ていただいて、島民一緒に

なって、その就航を祝いましたが、今現在一番直近

の課題としては、島民の半分は、橋をかけてもらい

たいと。橋をかけてもらいたいのだが、橋がすぐに

かからないのであれば、高速船でもって急病人が出

たときはそれをカバーしてもらいたい。そのことが

やはり島民にとっては、ある程度安心感につながっ

て、本島に出ようと思った人たちも、今頑張ってニ

ンジンをつくったり、これから盛んに頑張っていく

芋部会ができたり、今の陣容に相当貢献していると

思うのです。ですから、そのことを含めて、この新

造船が随分後々になるという話し合いの中で、あれ

だけ前倒しでできたということに対して、部長、ど

ういったお考えがありますか。

○長濱為一交通政策課長 ことしの７月に就航した

津堅島の高速船の話だと思いますが、我々企画部交

通政策課が担当で、出資もしている沖縄県離島海運

振興株式会社が購入して、この神谷観光に船舶を

リースして運航しているということで、この離島海

運振興株式会社でも、関係者との調整等で尽力され

たものと認識しております。

○仲田弘毅委員 津堅島に中部病院から派遣された

診療所がありますが、急病、急患が発生したときは

この高速艇で津堅島から平敷屋港まで搬送して、平

敷屋港から救急車で中部病院に搬送する。ですから、

フェリーは25分以上タイムコストがかかるわけです

が、高速艇は13分で平敷屋港に行きます。急患の搬

送を中部病院にお願いして船が出ると、ちょうど救

急車が平敷屋港に来るのと、救急搬送車が港に入る

のと同じ時間帯です。ですからそういった面でも大

変大きな力になっているということ、それに対して、

島の皆さんからぜひ、県に対して感謝を申し上げて

もらいたいという意見がありますので、特段の心か

らの感謝を申し上げておきたいと思います。

部長、今大変すばらしいと県を褒めたところです

が、ただ１つだけ、上原委員もあるいは當間委員も

指摘いたしましたが、平成29年度の歳入歳出決算書

の３ページ、企画費の中の（目）企画調整費、その

中で２億2200万円繰り越しですよね。繰り越しはも

ちろん来年度の予算に入るわけですからそれはそれ

で構わないのですが、問題はその分だけまたはじか
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れる、そのことを当てにした予算というのが、また

次の予算に玉突き現象を起こすのではないかといっ

たお話もあります。特に、（項）市町村振興費はちょっ

と額が大きいですよね。繰り越しが約49億円で、そ

れに対して不用額が10億円ということですから、こ

れだけの予算があれば、ことしに予算がなくてそん

なに手がつけられないような状況の事業がほとんど

クリアできるものもあるのではないかなと考えてい

ますので、ぜひそういったところも含めて考えてい

ただきたいと。きのうもお話し申し上げましたが、

行政サービスは、最小の経費で最大限の効果を上げ

るというのが、行財政運営の大きな基本の原則だと

言われています。そこのところを部長中心に、担当

職員一丸となって、血税が末端の行政サービスにつ

ながるようにぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

○川満誠一企画部長 全く過分なお褒めをいただき

まして、恐縮でございます。今後とも職員全体で努

力してまいりますので、御指導、御鞭撻よろしくお

願いいたします。

○渡久地修委員長 以上で、企画部、出納事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局及び議会事務局

関係決算に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（執行部退室。休憩中に、特記事項について

確認した結果、提案はなかった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○渡久地修委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、11月５日 月曜日 正

午までに決算特別委員に配付されることになってい

ます。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、６日 火曜日の正

午までに政務調査課に通告することになっておりま

す。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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